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１ 車両 

（平成25年4月1日現在）

トラック 5 2 1 1 9

ダンプトラック 2 2 1 5

清掃パトロール車 3  3

その他 2 5 2 2 6 1 1 1 1 21

計 2 5 2 10 10 1 3 3 2 38

中型機械車 7 7

小型機械車 9 9

中型深あおりダンプ
（クレーン車）

1 1

小型深あおりダンプ 2 2

犬猫収集車 2 2

計 21 21

ホイルローダー 4 1 5

ショベルローダー 1 1 2

フォークリフト 4 2 3 2 11

フックロール 4 4

バックホー 2 2 1 5

計 14 5 5 3 27

バキューム車  

トラック  

ダンプトラック 1 1 2

油圧ショベル 1 1 2

フォークリフト 1 1

その他 1

計 3 3 6

ブルドーザー 1 1

ホイルローダー 1 1

ダンプトラック 1 3 2 6

コンパクター 1 1

フォークリフト 1 1

バックホー

動力噴霧機 1 1

バキューム車 1 1

油圧ショベル 1 2 3

その他 1 1 2

計 6 9 2 17

2 5 2 31 30 4 17 13 5 109
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２ 一般廃棄物処理業許可業者 

（１）収集運搬業（浄化槽汚泥を除く） ～75 業者 

（平成 25年 8月 1 日） 

通し
番号 名称 取扱廃棄物 郵便番号 所在地 電話番号 備考

1 新潟興産　株式会社 一般ごみ，木くず類 950-3134 新潟市北区新崎字毘沙門４７０番地 025-259-6977

2 新和清掃　株式会社 一般ごみ，木くず類，感染性廃棄物 950-0811 新潟市東区材木町１番４５号 025-273-1045

3 株式会社　北地区清総 一般ごみ 950-3127 新潟市北区松浜みなと２９番５号 025-259-6363 処分業兼
4 株式会社　新潟市環境事業公社 一般ごみ，木くず類，感染性廃棄物 950-2022 新潟市西区小針７丁目１３番１３号 025-265-1291 浄化槽汚泥兼

5 株式会社　新潟ビルサービス 一般ごみ，木くず類 951-8068 新潟市中央区上大川前通９番町１２６９番地２ 025-228-3477

6 新潟交友事業　株式会社 一般ごみ，木くず類，感染性廃棄物 950-0811 新潟市東区材木町１番４６号 025-270-3400

7 株式会社　新鉄工業所 一般ごみ，木くず類 951-8162 新潟市中央区関屋本村町１丁目１４９番地９ 025-271-6683

8 株式会社　ＮＫＳコーポレーション 一般ごみ，感染性廃棄物 950-0914 新潟市中央区紫竹山２丁目５番４０号 025-290-5800

9 三好運送　株式会社 一般ごみ 950-0911 新潟市中央区笹口３丁目８番地５ 025-244-5734

10 株式会社　トートク 一般ごみ，木くず類 950-0811 新潟市東区材木町１番２７号 025-271-7511

11 有限会社　田辺商店 一般ごみ，木くず類 950-0023 新潟市東区松園１丁目９番５３号 025-273-7227

12 有限会社　東北事業 一般ごみ，木くず類 950-0054 新潟市東区秋葉１丁目５番地 025-273-5918

13 中野清掃　有限会社 一般ごみ 951-8062 新潟市中央区西堀前通２番町７１６番地 025-223-2901 浄化槽汚泥兼

14 北陸保全工業　株式会社 一般ごみ，木くず類，感染性廃棄物 950-0855 新潟市東区江南３丁目１番地２ 025-286-1181

15 株式会社　テクノ北越 焼却灰 950-0881 新潟市東区榎町５７番地 025-275-2156 注①
16 ＪＲ新潟鉄道サービス　株式会社 一般ごみ 950-0086 新潟市中央区花園１丁目１番５号 025-244-0590

17 北越環境　株式会社 一般ごみ，木くず類，畳 950-0871 新潟市東区山木戸１３２３番地１ 025-273-0366 処分業兼
18 株式会社　ネクスコ・メンテナンス新潟 一般ごみ 940-2121 新潟県長岡市喜多町字金輪１３８番１ 0258-46-7231

19 有限会社　ムネケン 一般ごみ，木くず類 950-1113 新潟市西区鳥原新田４２７番地 025-377-5146

20 株式会社　ケー・エス工業 一般ごみ 950-1122 新潟市西区木場３４０２番地１ 025-378-7345

21 株式会社　不二産業 木くず類，食品系廃棄物 950-0801 新潟市東区津島屋７丁目５０番地２ 025-271-3838 注⑧処分業兼

22 株式会社　ホーネンアグリ 木くず類 949-5414 長岡市飯塚１９８６番地 0258-92-3890 注③
23 有限会社　ワークアボリー新津 一般ごみ 956-0817 新潟市秋葉区古田ノ内大野開１４２番地２ 0250-23-1401

24 株式会社　新津ウェイストサービス 一般ごみ，木くず類，廃プラスチック類 956-0817 新潟市秋葉区古田ノ内大野開１４３番地３ 0250-23-1235 処分業兼
25 株式会社　ひまわり清掃サービス 一般ごみ 956-0825 新潟市秋葉区下新１７０番地 0250-22-8161

26 有限会社　ひまわり 家電 956-0825 新潟市秋葉区下新１７０番地 0250-25-3970 浄化槽汚泥兼

27 有限会社　ニイツクリーンテック 家電 956-0817 新潟市秋葉区古田ノ内大野開１４２番地２ 0250-24-5395

28 有限会社　菅井産興 一般ごみ 950-3313 新潟市北区太田甲５８３４番地１ 025-386-8816

29 アイビス技建　株式会社 一般ごみ，木くず類 950-3327 新潟市北区石動１丁目１５番地４号 025-386-1520

30 ＪＲＡファシリティーズ　株式会社 馬ふん，敷き藁 105-0004 東京都港区新橋４丁目５番４号 025-259-7026

31 有限会社　クボタクリーン 一般ごみ 950-0134 新潟市江南区曙町３丁目１２番１２号 025-381-4475 浄化槽汚泥兼

32 有限会社　郷土衛生社 一般ごみ 950-0123 新潟市江南区亀田水道町４丁目６番３５号 025-381-5161 浄化槽汚泥兼

33 有限会社　亀田横越衛生工業社 一般ごみ 950-0134 新潟市江南区曙町１丁目１番４６号 025-382-5418 浄化槽汚泥兼

34 クラウン建設　株式会社 一般ごみ 950-0855 新潟市東区江南１丁目５番地２０ 025-286-6641

35 日 土木工業　株式会社 一般ごみ 950-0211 新潟市江南区横越川根町１丁目２番１４号 025-385-3364

36 金政建設　株式会社 一般ごみ 950-0153 新潟市江南区船戸山４丁目９番３６号 025-382-3341

37 有限会社　ヤマヒロ輸送 一般ごみ 953-0133 新潟市西蒲区夏井７４７番地 0256-82-5211

38 株式会社　クリーン公社 一般ごみ 953-0115 新潟市西蒲区横曽根１４４０番地 0256-82-2591

39 柿島　昭夫 一般ごみ 953-0125 新潟市西蒲区和納７０１０番地６ 0256-82-3866

40 株式会社　西川クリーナー 一般ごみ 959-0423 新潟市西蒲区旗屋４８０番地 0256-88-3366 浄化槽汚泥兼

41 早川　浩行 家電 959-0426 新潟市西蒲区矢島１１０番地甲 0256-88-3735

42 新潟エコサイクル工業　株式会社 木くず類 959-0504 新潟市西蒲区横戸字新川前３４４５番地３ 0256-70-5210 処分業兼
43 ふじ環境保全　株式会社 一般ごみ，木くず類 959-1228 燕市佐渡３３６番地 0256-62-2428 注②
44 有限会社　キープクリーン 一般ごみ，木くず類 950-1416 新潟市南区西笠巻２１１４番地 025-362-6045

45 有限会社　潟東環境保全工業 一般ごみ 959-0506 新潟市西蒲区遠藤４３番地 0256-86-3050 浄化槽汚泥兼

46 有限会社　アースレンジャー 一般ごみ，木くず類 950-1403 新潟市南区犬帰新田６５１番地 025-280-7003

47 有限会社　佐藤衛生工業 一般ごみ 950-1445 新潟市南区菱潟新田２０９番地 025-372-2964 浄化槽汚泥兼

48 有限会社　白根クリーンサービス 一般ごみ 950-1217 新潟市南区白根４０１番地９ 025-373-4681

49 株式会社　白根清掃社 一般ごみ 950-1202 新潟市南区鍋潟１６０８番１ 025-373-4643

50 有限会社　ヌノカワクリーンサービス 一般ごみ 950-1213 新潟市南区能登１丁目８番１２号 025-372-2747 浄化槽汚泥
51 株式会社　アクアクリーン 一般ごみ 950-1413 新潟市南区朝捲７６６番地 025-373-5520

52 有限会社　下越環境開発 一般ごみ 956-0112 新潟市秋葉区新保１２７９番地１ 0250-38-4323

53 滝沢ミドリ 一般ごみ 950-1253 新潟市南区大倉新田２５０番地 025-372-3922

54 株式会社　ニッケン 一般ごみ 950-1305 新潟市南区大別当１３番地 025-375-2634

55 有限会社　スーパージャングル 一般ごみ，木くず類 950-1301 新潟市南区下曲通３２０番地１ 025-375-5405 処分業兼
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通し
番号 名称 取扱廃棄物 郵便番号 所在地 電話番号 備考

56 株式会社　本田工業 一般ごみ 950-1342 新潟市西蒲区河間１２５番地２ 025-375-3399

57 株式会社　石山商店 一般ごみ 953-0022 新潟市西蒲区仁箇５３６番地 0256-72-3670

58 高橋　民男 一般ごみ 953-0035 新潟市西蒲区割前９７番地４ 0256-72-8184

59 館　幸一 一般ごみ，木くず類 953-0041 新潟市西蒲区巻甲２８８１番地 0256-72-5440

60 株式会社　ミツワクリーナー 一般ごみ 953-0041 新潟市西蒲区巻甲３０４４番地３ 0256-72-6063

61 北進重機　株式会社 木くず類 377-0025 群馬県渋川市川島１８３９番地１ 0279-25-0815 注④
62 有限会社　高倉産業 一般ごみ，木くず類 950-2251 新潟市西区中権寺２３９７番地１ 025-261-1223 処分業兼
63 株式会社　帆苅商店 ペットボトル 950-0064 新潟市東区松島１丁目６番１号 025-273-4672 注③処分業兼

64 株式会社　互恵商会 魚腸骨 104-0045 東京都中央区築地５丁目２番１号 03-3541-0082 注⑤
65 株式会社　大橋商会 木くず類 950-3102 新潟市北区島見町３３９９番地３７ 025-257-4580 処分業兼
66 藤和興産　株式会社 木くず類 950-0072 新潟市中央区竜が島１丁目７番１１号 025-241-6881 処分業兼
67 新潟県オートリサイクル　株式会社 木くず類 953-0112 新潟市西蒲区高畑２４２６番地 0256-73-7018 処分業兼
68 株式会社　新蒲原総業 木くず類 959-1284 燕市杣木３０９２番地２ 0256-62-5537 注②
69 株式会社　三和環境 一般ごみ 950-1203 新潟市南区大通黄金３丁目１番地１８ 025-362-7706

70 西蒲原土地改良区 一般ごみ 953-0041 新潟市西蒲区巻甲５４８１番地１ 0256-72-3164 注⑥
71 有限会社　吉田商事 木くず類 950-3101 新潟市北区太郎代６８０番地１ 025-255-3614 処分業兼
72 有限会社　ケイ・エス環境興業 木くず類 956-0045 新潟市秋葉区子成場２７１番地２ 0250-25-3171 処分業兼
73 青木環境事業　株式会社 汚泥 950-3102 新潟市北区島見町３２６８番地１５ 025-255-3360 注⑦処分業兼

74 株式会社　リンコーコーポレーション 木くず類 950-8540 新潟市中央区万代5丁目11番30号 025-271-8100 処分業兼
75 株式会社　佐藤建設 一般ごみ 950-3325 新潟市北区白新町2丁目1番2号 025-386-2811

※一般ごみの収集区域は，平成17年3月20日現在の許可区域とする。

             とそこでの荷下ろしに限る。

　　株式会社不二産業）までの運搬とそこでの荷下ろしに限る。

 注⑦【許可条件】汚泥はディスポーザー汚泥に限定する。
 注⑧【許可条件】食品系廃棄物については，指定された事業所から指定処分場（設置場所：新潟市西区内野上新町12823番外

 注①【許可条件】焼却灰の収集区域は，平成17年3月20日現在の新潟市域，亀田町域，横越町域とする。
 注②【許可条件】新潟市一般廃棄物処理業（処分業）許可業者の事業場までの運搬とそこでの荷下ろしに限る。
 注③【許可条件】自社処分場までの運搬とそこでの荷下ろしに限る。
 注④【許可条件】指定処分場（長岡市不動沢1719番地　株式会社ホーネンアグリ）までの運搬とそこでの荷下ろしに限る。
 注⑤【許可条件】指定処分場（住所：新潟市西区曽和391番地1三幾飼料工業株式会社）までの運搬とそこでの荷下ろしに限る。
 注⑥【許可条件】西蒲原土地改良区管内の新潟市内の排水機場から排出される河川ごみの指定された積替保管場所までの運搬

 

(2) 収集運搬許可業者（浄化槽汚泥に限る） ～29 業者 

通し
番号 名称 区域 郵便番号 所在地 電話番号 備考

1 株式会社　新潟市環境事業公社 新潟広域 950-2022 新潟市西区小針7丁目13番13号 265-1291 浄化槽汚泥以外兼

2 秋山清掃工業　株式会社 新潟広域 951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目311番地 267-1703
3 稲田清掃工業　株式会社 新潟広域 951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目630番地 231-7181
4 株式会社　エヌエスケイ 新潟広域 950-2022 新潟市西区小針5丁目1番43号 231-9420
5 株式会社　伏見清掃 新潟広域 951-8005 新潟市中央区室町1丁目18番地8 222-8895
6 金子清掃　有限会社 新潟広域 950-0057 新潟市東区山の下町4番19号 273-5022
7 中野清掃　有限会社 新潟広域 951-8062 新潟市中央区西堀前通2番町716番地 223-2901 浄化槽汚泥以外兼

8 有限会社　積新商会 新潟広域 950-0926 新潟市中央区高志2丁目16番24号 286-6401

9 株式会社　横山
新潟広域・
白根広域

950-1112 新潟市西区金巻1142番地1 377-2483

10 株式会社　ライフサポート渡辺 新潟広域 950-1103 新潟市西区立仏27番地 377-2435
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通し
番号 名称 区域 郵便番号 所在地 電話番号 備考

11 有限会社　ひまわり 新津地区 956-0825 新潟市秋葉区下新170番地 (0250)25-3970 浄化槽汚泥以外兼

12 有限会社　田中衛生センター 新津地区 956-0854 新潟市秋葉区滝谷町1番21号 (0250)22-0758

13 株式会社　浄化槽技術センター 新津地区 956-0834 新潟市秋葉区小口878番地2 (0250)22-2530

14 有限会社　協立衛生工業 豊栄地区 950-3321 新潟市北区葛塚4123番地 387-3135
15 環境整備　株式会社 豊栄地区 950-3321 新潟市北区葛塚4677番地 386-6611
16 有限会社　クボタクリーン 新潟広域 950-0134 新潟市江南区曙町3丁目12番12号 381-4475 浄化槽汚泥以外兼

17 有限会社　郷土衛生社 新潟広域 950-0123 新潟市江南区亀田水道町4丁目6番35号 381-5161 浄化槽汚泥以外兼

18 有限会社　亀田横越衛生工業社 新潟広域 950-0134 新潟市江南区曙町1丁目1番46号 382-5418 浄化槽汚泥以外兼

19 有限会社　岩室清掃社 巻広域 953-0115 新潟市西蒲区横曽根1440番地 (0256)82-2591

20 株式会社　西川クリーナー 巻広域 959-0423 新潟市西蒲区旗屋480番地 (0256)88-3366 浄化槽汚泥以外兼

21 武田　明 巻広域 959-0422 新潟市西蒲区曽根3番地3 (0256)88-2455

22 有限会社　潟東環境保全工業 巻広域 959-0506 新潟市西蒲区遠藤43番地 (0256)86-3050 浄化槽汚泥以外兼

23 有限会社　佐藤衛生工業 白根広域 950-1445 新潟市南区菱潟新田209番地 372-2964 浄化槽汚泥以外兼

24 有限会社　ヌノカワクリーンサービス 白根広域 950-1213 新潟市南区能登1丁目8番12号 372-2747 浄化槽汚泥以外兼

25 有限会社　とガわ 白根広域 950-1214 新潟市南区上下諏訪木763番地1 372-2054
26 長谷川　隆之 白根広域 950-1471 新潟市南区和泉393番地21 372-2953
27 西森　宏八洲 白根広域 950-1325 新潟市西蒲区小吉1390番地 375-2202
28 有限会社　西蒲衛生社 巻広域 953-0041 新潟市西蒲区巻甲3043番地1 (0256)72-2437

29 株式会社　巻衛生社 巻広域 953-0044 新潟市西蒲区巻乙1710番地 (0256)72-2276

※　新潟広域・・・旧新潟市，旧黒埼町，旧横越町，旧亀田町

※　白根広域・・・旧白根市，旧小須戸町，旧味方村，旧月潟村，旧中之口村

※　巻広域・・・旧岩室村，旧西川町，旧潟東村，旧巻町

 

（３）処分業 ～19 業者 

通し
番号 名称 種類（取扱廃棄物） 郵便番号 所在地 電話番号

1 株式会社　北地区清総 破砕（廃タイヤ等） 950-3127 新潟市北区松浜みなと29番5号 025-259-6363

2 青木環境事業　株式会社
焼却（感染性廃棄物，輸入携
行品，輸入不許可となった食
品廃棄物，汚泥）

950-3102 新潟市北区島見町3268番地15 025-255-3360

3 株式会社　リンコーコーポレーション 破砕（木くず類） 950-0088 新潟市中央区万代５丁目11番30号 025-271-8100
4 北越環境　株式会社 破砕（木くず類，畳） 950-0871 新潟市東区山木戸1323番地1 025-273-0366

5 株式会社　不二産業
破砕（木くず類），堆肥化
（食品系廃棄物・動物のし
尿）

950-0801 新潟市東区津島屋７丁目50番地2 025-271-3838

6 新潟エコサイクル工業　株式会社 破砕（木くず類） 959-0504 新潟市西蒲区横戸字新川前3445番地3 0256-70-5210
7 有限会社　スーパージャングル 破砕（木くず類） 950-1301 新潟市南区下曲通320番地1 025-375-5405

8 有限会社　高倉産業
圧縮梱包・破砕（紙くず，木
くず類，繊維くず，廃プラス
チック類）

950-2251 新潟市西区中権寺2397番地1 025-261-1223

9 株式会社　帆苅商店 圧縮梱包（ペットボトル） 950-0064 新潟市東区松島1丁目6番1号 025-273-4672
10 小柳建設　株式会社 破砕（木くず類） 955-0047 三条市東三条一丁目21番5号 0256-32-0006
11 藤和興産　株式会社 破砕（木くず類） 950-0072 新潟市中央区竜が島1丁目7番11号 025-241-6881
12 株式会社　大橋商会 破砕（木くず類） 950-3102 新潟市北区島見町3399番地37 025-257-4580
13 有限会社　新津清掃社 溶融（廃プラスチック類） 956-0817 新潟市秋葉区川口字乙580番地23 0250-23-1401
14 株式会社　新津ウェイストサービス 溶融（廃プラスチック類） 956-0817 新潟市秋葉区古田ノ内大野開143番地3 0250-23-1235
15 新潟県オートリサイクル　株式会社 破砕（木くず類） 953-0112 新潟市西蒲区高畑2426番地 0256-73-7018
16 有限会社　バイオマスＪＵＮ 堆肥化（食品系廃棄物） 956-0862 新潟市秋葉区新町1丁目2番37号 0250-22-6140
17 有限会社　吉田商事 破砕（木くず類） 950-3101 新潟市北区太郎代680番地1 025-255-3614
18 株式会社　フジ・エンバイロ 破砕・減容（木くず類，畳） 950-0801 新潟市東区津島屋7丁目50番地2 025-271-2002
19 有限会社　ケイ・エス環境興業 破砕（木くず類） 956-0045 新潟市秋葉区子成場271番地2 0250-25-3171
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（４）収集運搬業者（特定家庭用機器廃棄物） ～17 業者 

通し
番号

名称 郵便番号 所在地 電話番号 積込市町村

1 小柳産業　株式会社 957-0032 新発田市八幡新田４１６番地 0254-22-7010 新発田市・胎内市

2 有限会社　住吉産業 957-0061 新発田市住吉町２丁目３番３１号 0254-24-1527 新発田市

3 株式会社　新発田廃棄物センター 957-0051 新発田市城北町２丁目１２番１８号 0254-23-5533 新発田市

4 有限会社　武藤清掃工業 959-1601 五泉市一本杉字鏡２３２９番地１ 0250-42-5000 五泉市

5 有限会社　川口商店 959-1853 五泉市土深６３６番地 0250-42-3563 五泉市

6 株式会社  鶴木産業　 959-1834 五泉市木越１９４１番地１ 0250-42-0887 五泉市

7 有限会社　安田清掃社 959-2221 阿賀野市保田３８６５番地の４ 0250-68-2081 阿賀野市

8 有限会社　水原衛生社 959-2005 阿賀野市山口町１丁目６番５５号 0250-62-2295 阿賀野市

9 株式会社　早東商店 959-2021 阿賀野市天神堂３６番 0250-62-2116 阿賀野市

10 東高建機作業　株式会社 957-0101 北蒲原郡聖籠町東港７丁目６１番地１６ 025-256-2560 新発田市・聖籠町

11 株式会社　高岡商店 959-1705 五泉市村松乙２９０番地５７ 0250-58-3443 五泉市

12 有限会社　松尾清掃 959-1704 五泉市番坂甲４５６８番地６ 0250-58-2813 五泉市

13 有限会社　愛宕クリーンサービス 959-1755 五泉市青橋字新田２２５７番地 0250-58-1155 五泉市

14 株式会社　中野組 959-4402 東蒲原郡阿賀町津川２３５９番地１ 0254-92-3345 阿賀町

15 株式会社　昭和組 959-4301 東蒲原郡阿賀町向鹿瀬１９３５番地 0254-92-2442 阿賀町

16 有限会社　小嶋組 959-4501 東蒲原郡阿賀町九島５３６２番地１ 0254-95-2759 阿賀町

17 有限会社　三川興産 959-4618 東蒲原郡阿賀町川口２０３４番地 0254-99-2587 阿賀町

 



新潟市清掃事業概要 

 - 74 -

３ 清掃審議会審議事項及び日程 

開催日 審 議 事 項 摘 要 

昭和 41.11.4 

 

昭和 42.6.28 

昭和 42.9.29 

 

昭和 42.10.9 

昭和 43.3.28 

 

昭和 43.5.24 

 

 

昭和 43.9.19 

昭和 44.2.15 

昭和 44.2.15 

昭和 45.2.27 

昭和 45.4.10 

 

 

昭和 45.6.15 

昭和 45.8.3 

昭和 45.9.3 

昭和 45.9.4 

 

昭和 46.2.23 

昭和 46.8.27 

昭和 46.8.27 

昭和 46.9.10 

昭和 46.9.16 

昭和 46.10.5 

昭和 46.10.23 

 

 

昭和 46.11.1 

昭和 46.12.2 

 

昭和 46.12.9 

 

昭和 47.2.4 

昭和 47.2.10 

 

 

 

第 1 回清掃審議会開催 

事務局清掃事業の概要と問題点説明 

諮問 し尿行政改善の方策について 

金沢衛生公社、多摩清掃公社調査結果報告書に基づき 

諮問事項討議 

諮問事項討議 

諮問事項討議  

定額制調査中間報告 

定額制の調査結果を報告 

企業合同について業者が行ったアンケートの結果を報告

答申案の基本事項について討議 

答申 し尿行政改善の方策について 

諮問 し尿処理手数料定額制について 

答申 し尿処理手数料定額制について 

清掃事業に関する現況と問題点 

諮問 1 耐久消費財および不燃焼物の収集およびその処

分について 

2 ごみの早朝または夜間収集について 

先進地調査報告 

耐久消費財および不燃焼物の収集について 

耐久消費財および不燃焼物の収集についての答申案審議

答申 耐久消費財および不燃焼物の収集および処分につ

いて 

ごみの早朝または夜間収集に関する基礎調査について 

諮問 清掃手数料（し尿処理分）の改定について 

ごみの早朝または夜間収集について 

し尿処理手数料について 

し尿処理手数料について 

し尿処理手数料について 

諮問 事業活動に伴って生じた廃乗物の処分費用の徴収

額及び徴収方法等について 

し尿処理手数料について 

答申 清掃手数料（し尿処理分）改定について 

事業活動に伴って生じた廃乗物の処分費用の徴収額及び

徴収方法等について 

事業活動に伴って生じた廃棄物の処分費用の徴収額及び

徴収方法等について 

諮問 ごみの処理手数料の改正について 

1.事業活動に伴って生じた廃棄物の処分費用の徴収額及

び徴収方法等について 

2．ごみ処理手数料の改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44．4．1㈱新潟市

清掃公社設立 

44．4．1定額制を

実施 

 

 

 

 

 

 

45．11．25 耐久消

費財および不燃

焼物の収集開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

47．2．1し尿処理

手数料を改定 
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開催日 審 議 事 項 摘 要 

昭和 47.2.21 

 

 

昭和 47.4.28 

昭和 49.3.13 

昭和 50.1.24 

 

昭和 50.2.13 

昭和 50.2.20 

昭和 50.3.1 

昭和 51.10.27 

 

 

昭和 51.11.2 

昭和 51.11.25 

昭和 52.8.25 

昭和 52.10.5 

昭和 53.3.30 

昭和 53.10.17 

昭和 54.8.28 

昭和 54.11.14 

昭和 54.11.16 

昭和 54.11.21 

昭和 55.9.16 

 

昭和 55.11.21 

昭和 56.9.17 

昭和 57.11.10 

 

昭和 58.9.20 

 

昭和 59.1.31 

昭和 59.2.3 

昭和 59.2.14 

昭和 59.11.22 

昭和 60.9.12 

昭和 61.6.17 

昭和 61.6.26 

昭和 61.7.9 

昭和 61.8.5 

昭和 61.8.19 

昭和 62.9.8 

 

 

答申 1 事業活動に伴って生じた廃乗物の処分費用の徴

収額及び徴収方法等について 

2 ごみ処理手数料の改正について 

昭和 47 年度事業計画について 

清掃事業の概要と新年度主要事業について 

諮問 廃棄物（不燃物・焼却不適物）の分別収集・処理

処分について 

廃乗物の分別収集・処理処分について 

廃棄物の分別収集・処理処分について 

答申 廃棄物の分別収集・処理処分について 

諮問 清掃手数料の改定について 

1．し尿処理手数料の改定について 

2．ごみ処理手数料及び廃棄物処分費用の改定について 

清掃手数料改定について 

答申 清掃手数料の改定について 

清掃事業の概要について 

ごみの早朝、夜間収集について調査報告 

昭和 53 年度清掃部主要事業について 

清掃事業計画について 

昭和 54 年度清掃事業について 

諮問 清掃手数料（し尿、ごみ）改定について 

清掃手数料（し尿、ごみ）改定について 

答申 清掃手数料の改定について 

清掃事業の概要について 

清掃施設の現状及び視察 

清掃事業全般について 

清掃事業の概要について 

清掃事業の概要について 

新焼却場の建設用地及び赤塚第二埋立用地について 

昭和 58 年度清掃関係主要事業について 

新焼却場建設計画について 

諮問 清掃手数料（し尿、動物の死体）の改定について

清掃手数料（し尿、動物の死体）の改定について 

答申 清掃手数料（し尿、動物の死体） 

乾電池等の収集処理について 

昭和 60 年度清掃関係主要事業について 

諮問 し尿処理施設の整備について 

し尿処理施設の視察 

し尿処理施設の整備について 

し尿処理施設の整備について 

答申 し尿処理施設の整備について 

清掃事業の課題及び昭和 62 年度清掃関係事業概要につ

いて 

 

47.6.1 廃棄物処

理手数料を実施 

 

 

 

 

 

 

 

50.7.10 分別収集

を実施 

 

 

 

52.4.1 し尿及び

ごみ処理手数料

を改定 

 

 

 

 

 

55.4.1 し尿及び

ごみ処理手数料

を改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.4.1 し尿及び

動物の死体処理

手数料を改定 

 

 

 

 

 

 

 



新潟市清掃事業概要 

 - 76 -

 
開催日 審 議 事 項 摘 要 

昭和 62.10.19 

昭和 62.10.30 

昭和 62.11.12 

昭和 63.7.29 

平成元.1.25 

平成元.3.30 

平成元.9.11 

平成 2.1.25 

平成 2.8.20 

平成 3.4.25 

平成 4.2.5 

 

平成 4.2.12 

 

平成 4.5.7 

平成 5.9.28 

平成 6.7.8 

平成 7.3.23 

平成 7.8.30 

平成 8.2.14 

 

平成 8.2.27 

平成 8.3.21 

平成 8.3.29 

平成 8.4.16 

平成 8.4.30 

 

平成 9.11.19 

平成 10.12.2 

平成 11.9.28 

平成 11.10.26 

平成 11.11.2 

平成 11.11.8 

 

平成 12.11.29 

平成 13.10.15 

 

平成 13.10.23 

平成 13.10.30 

 

平成 14.11.26 

平成 15.6.13 

平成 15.10.8 

 

諮問 清掃手数料（し尿、動物の死体）の改定について

清掃手数料（し尿、動物の死体）の改定について 

答申 清掃手数料（し尿、動物の死体）の改定について

昭和 63 年度清掃関係主要事業について 

昭和 63 年度清掃関係主要事業の実績報告について 

平成元年度清掃関係主要事業について 

昭和 63 年度及び平成元年度の清掃事業概要について 

平成元年度清掃部主要事業実績について 

平成 2 年度清掃事業概要について 

平成 3 年度清掃事業概要について 

諮問 清掃手数料（し尿、ごみ、動物の死体）の改定に

ついて 

清掃手数料（し尿、ごみ、動物の死体）の改定について

（平成 4年 2 月 17 日答申） 

平成 4 年度清掃事業概要について 

平成 5 年度清掃事業概要について 

平成 6 年度清掃関係主要事業について 

ごみ処理基本計画の概要について 

ごみ処理基本計画について 

諮問 新潟市廃乗物の処理及び清掃に関する条例改正の

基本的事項について 

諮問事項討議 

諮問事項討議 

諮問事項討議 

答申案について討議 

答申 新潟市廃棄物の処理及び清掃に関する条例改正 

   の基本的事項について 

平成 9 年度清掃事業概要について 

平成 10 年度清掃事業概要について 

平成 11 年度清掃事業概要について 

諮問 清掃手数料（し尿、ごみ）の改定について 

清掃手数料（し尿、ごみ）の改定について 

清掃手数料（し尿、ごみ）の改定について 

（平成 11年 11 月 10 日答申） 

平成 12 年度清掃事業概要について 

平成 13 年度清掃事業概要について 

諮問 清掃手数料（ごみ）の改定について 

清掃手数料（ごみ）の改定について 

清掃手数料（ごみ）の改定について 

（平成 13年 11 月 2 日答申） 

平成 14 年度清掃事業概要について 

市民委員の公募について 

諮問 清掃手数料（ごみ）の改定について 

 

 

 

 

63.4.1 し尿及び

動物の死体処理

手数料を改定 

 

 
 
 

 

 

 

4.4.1 し尿処理手

数料を改定 

4.10.1 ごみ，動物

の死体処理手数

料を改定 

 

 

 

 

 

 

 

8.7.2 条例全面改

正 

 

 

 

 

 

 

12.4.1 し尿及び

ごみ手数料を改

定（ごみ処理手数

料従量制を実施）

 

 

14.4.1 ごみ処理

手数料を改定 
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開催日 審 議 事 項 摘 要 

平成 15.10.21 

平成 15.10.28 

 

平成 15.12.1 

平成 16.1.13 

平成 16.1.28 

平成 16.2.4 

平成 16.3.24 

平成 17.3.15 

 

 

 

 

平成 17.10.18 

平成 17.11. 8 

平成 17.11.24 

 

平成 17.12.20 

平成 18. 1.12 

平成 18. 2. 7 

平成 18. 2.15 

平成 18. 3.28 

平成 18. 4.26 

平成 18. 5.16 

平成 18. 6. 1 

平成 18. 6.12 

平成 18.11.17 

平成 18.12.19 

平成 19. 1.16 

平成 19. 1.31 

 

平成 19. 4.11 

平成 19. 5.23 

 

平成 19.10.31 

平成 21. 3.26 

平成 21.11.18 

平成 22.10.15 

 

平成 22.10.29 

 

平成 23.5.23 

平成 23.6.8 

平成 23.7.20 

平成 23.8.24 

清掃手数料（ごみ）の改定について 

清掃手数料〈ごみ）の改定について 

（平成 15年 10 月 31 日答申） 

一般廃棄物処理基本計画について 

一般廃棄物処理基本計画について 

一般廃棄物処理基本計画について 

委員研修会 

一般廃棄物処理基本計画について 

1 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の進捗状況について

2 家庭系古紙リサイクルの推進について 

3 事業系古紙リサイクルの推進について 

4 合併市町村の状況について 

5 新焼却場焼却方式の選定について 

諮問 政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

(ごみ処理施設視察) 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

（平成 19年 2月 16 日答申） 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について 

政令市移行後のごみ減量施策のあり方について 

新ごみ減量制度について 

新ごみ減量制度の経過報告について 

新ごみ減量制度の実施状況について 

ごみを施設等に搬入した場合の処理手数料の改定につい

て（諮問） 

ごみを施設等に搬入した場合の処理手数料の改定につい

て（答申） 

諮問 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の改定について 

諮問事項討議 

諮問事項討議 

諮問事項討議 

 

 

16.4.1 ごみ処理

手数料を改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6.1 全市制度

統一・ごみ処理手

数料を改定 

 

 

 

 

ごみ処理手数料

は現行維持とし

た 
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開催日 審議事項 摘要 

平成 23.9.27 

平成 23.11.7 

平成 24.1.31 

平成 24.10.3 

 

平成 24.10.31 

答申 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の改定について 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画(素案)について 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画(案)について 

新しい一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づく施策の

進捗状況について 

ごみ処理施設の見学(新田清掃センター、赤塚第４埋立処

分地)の見学 

24.2.24 一般廃棄

物（ごみ）処理基

本計画を全面改

定し告示 
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４ 安全衛生等 

(１) 安全衛生委員会等の設置 

清掃センター作業に従事する職員の安全の確保と健康の保持増進を図ることを目的に、

昭和 59 年 7 月 1 日新潟市職員安全衛生要綱に基づき、「清掃センター安全衛生委員会」が

設置され、平成 13年 4月 1 日には、各清掃センターの安全衛生委員会が分離独立した。ま

た、各センター等の調整、協議のため「清掃センター総括安全衛生会議」が設置された。 

① 活動内容 

  ア ごみ収集及びし尿処理についての作業方法、作業環境基準作成の検討 

  イ ごみ収集運転手、作業員を対象に警察署職員を講師に交通安全についての研修会実施 

  ウ 内部職員を講師に、ごみ収集作業の安全とし尿処理作業の安全について研修会実施 

 ② 委員 ～計 26 人（平成 25年 7 月１日現在） 

  ア 議長（環境部長） 

イ 副議長（廃棄物施設課長） 

ウ 統括安全衛生管理者（4 人） 

（新田・亀田・舞平清掃センター所長、清掃事務所長） 

エ 関係所属長（3 人） 

（廃棄物対策課長、巻清掃センター所長、新津クリーンセンター所長） 

オ 産業医（3 人） 

カ 安全管理者（4 人）、安全衛生推進者（0 人） 

キ 職員労働組合推薦委員（10 人） 

 

 

(２) 自動車事故防止対策 

   安全運転管理者、整備担当者を清掃事務所に置き、安全運転に必要な業務、車両検査、

点検整備を行い、自動車事故防止に努めている。 

 

(３) 健康管理 

   定期健康診断のほか、精密健康診断としてごみ焼却・埋立業務従事職員を対象に年 1

回じん肺の健康診断並びに、ごみ収集・ごみ焼却・埋立業務職員等に対してＢ型肝炎抗

原抗体検査を実施している。 

 

(４) 福利厚生 

   清掃作業員の健康管理、清潔の保持等現業職員の職場環境の向上には常に努力してお

り、福利厚生施設として各清掃センターには次の施設もある。 

   ○ 作業員詰所   ○ 洗面、洗身設備   ○ 洗濯場 
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５ 廃止及び休止清掃施設 

（1）焼却施設 

東清掃工場ごみ焼却場
１５ｔ焼却場

旧白根衛生センター組合施設
西清掃センターごみ焼却場

新潟市東区下木戸241
(現東清掃センター内)

新潟市南区臼井2135－1
(現白根環境事業所内)

新潟市西区小新2028-1
(現西清掃センター内)

20,762 ㎡　 6,442 ㎡　 ―――
バッチ燃焼式

100t/日
固定バッチ燃焼式

15t/8h
ストーカ

300t/24h(150t/24h×2炉)
　　　　　着工　S33. 4.22
　　　　　竣工　S33.11.20

　　　　　着工　S42. 8.22
　　　　竣工 S43. 3.31

　　　　　着工　S41.10. 6
　　　　竣工 S44. 3.31

三機工業㈱ 進弘企業㈱ 新潟ジンプロ㈲
58,774 千円 22,313 千円 307,479 千円

国庫補助 0 千円 2,000 千円 4,000 千円
起 債 20,000 千円 14,000 千円 218,000 千円
一般財源 38,774 千円 6,313 千円 85,479 千円

　　　　　廃止　S50.12.30
　　　　　解体　S53. 8.14

　　　　　廃止　S59. 9. 5
　　　　解体 H8.12. 6

　　　　　廃止　S61. 8. 8
　　　　解体 S62.10. 1

27,000 千円 14,832 千円 57,700 千円

用地費7,671千円

４５ｔ焼却場
旧白根衛生センター組合施設

清掃センター第一工場
旧新津市施設

亀田焼却場
旧新潟地区広域清掃事務組合施設

新潟市南区臼井2135－1
(現白根環境事業所内)

新潟市秋葉区古田の内大野開
135

新潟市江南区亀田1835-1
(現亀田清掃センター内)

15t焼却場と同一敷地 5,671 ㎡　 6,906 ㎡　
機械バッチ燃焼式

45t/8h
機械バッチ燃焼式

40t/8h
ストーカ

390t/24h(130t/24h×3炉)
　　　　　着工　S46.12.28
　　　　　竣工　S47. 9.30

　　　　　着工　S48.10.20
　　　　竣工 S49. 7.31

　　　　　着工　S48.12. 5
　　　　竣工 S50.11.30

三機工業㈱ 守住工業㈱ 日本鋼管㈱
147,230 千円 144,700 千円 4,182,643 千円

国庫補助 8,775 千円 25,560 千円 286,383 千円
起 債 101,200 千円 91,100 千円 3,180,500 千円
一般財源 37,255 千円 28,040 千円 715,760 千円

　　　　　廃止　H7. 3.31
　　　　　解体　H10.12.18

　　　　　廃止　H7.12. 8
　　　　解体 　―――

　　　　　廃止　H9. 3.31
　　　　解体 H12. 3.24

27,510 千円 ――― 323,843 千円

鎧潟清掃工場
旧巻町外三ヶ町村衛生組合施設

新田清掃センター焼却施設 白根グリーンタワー（焼却施設）

新潟市西蒲区鎧潟12618 新潟市西区笠木3644-1 新潟市南区臼井2135-1
22,678 ㎡　 52,436 ㎡　 34,405 ㎡　

ストーカ
120t/16h(60t/16h×2炉)

流動床
360t/24h(120t/24h×3炉)

ストーカ
150t/24h(75t/24h×2炉)

　　　　　着工　S55. 9. 1
　　　　　竣工　S57. 3.31

　　　　　着工　S58.10.12
　　　　竣工 S61.10.31

　　　　　着工　H3.12. 5
　　　　竣工 H6.10.31

荏原インフェルコ㈱ ㈱荏原製作所 ㈱クボタ
2,084,177 千円 6,459,845 千円 3,693,325 千円

国庫補助 920,385 千円 2,754,000 千円 727,273 千円
起 債 956,000 千円 3,090,440 千円 2,547,500 千円
一般財源 207,792 千円 615,405 千円 418,552 千円

　　　　　廃止　H14. 3.20
　　　　　解体　H18. 3.20

　　　　　廃止　H24.3.31
　　　　解体 　―――

　　　　　廃止　H24.3.31
　　　　解体 　―――

357,000 千円 ――― ―――
粗大ごみ処理施設(剪断，破
砕)含む

廃止は焼却設備のみ

所 在 地

備 考

建 設 費

施 設 名

所 在 地

方式・能力

敷 地 面 積

所 在 地

方式・能力

工 期

解 体 費

方式・能力

敷 地 面 積

施 設 名

施 工 会 社

工 期

施 工 会 社
建 設 費

廃 止 ・ 休 止
解 体 年 月

敷 地 面 積

解 体 費

廃 止 ・ 休 止
解 体 年 月

施 設 名

備 考

備 考

工 期

施 工 会 社
建 設 費

廃 止 ・ 休 止
解 体 年 月

解 体 費
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（2）中間処理施設（破砕・選別等） 

西清掃工場コンポストプラント 粗大ごみ処理施設
旧新潟地区広域清掃事務組合施設

高分子系廃棄物減容化施設
旧亀田町施設

新潟市西区小新2028-1
(現西清掃センター内)

新潟市江南区亀田1835-1
(現亀田清掃センター内)

新潟市江南区亀田1870番地1

――― ――― 3,455 ㎡　
デンマーク・ダノ式

50t/日
垂直型ハンマ式

75t/5h
圧縮＋ホットバインド方式

5t/5h
　　　　　着工　S39.12.21
　　　　　竣工　S40.10.18

　　　　　着工　S49.10.17
　　　　竣工 S50.10.30

　　　　　着工　H1. 8.21
　　　　竣工 H2. 3.20

東洋コンポスト㈱ 極東開発工業㈱ 富士電機総設㈱
108,783 千円 401,450 千円 197,000 千円

国庫補助 0 千円 21,600 千円 0 千円
起 債 52,000 千円 303,400 千円 157,600 千円
一般財源 56,783 千円 76,450 千円 39,400 千円

　　　　　休止　S51. 3.31
　　　　　解体　S63. 1.30

　　　　　廃止　H9. 3.31
　　　　解体 H10.11.30

　　　　　廃止　H13. 3.31
　　　　解体 H13.10.15

33,800 千円 59,169 千円 8,925 千円

建屋は現減容化施設に利用

小平方減容化処理施設
亀田一般廃棄物処理場

（減容化施設）
新潟市西区小平方548番地1
（小平方埋立処分地敷地内）

新潟市江南区亀田1870番地1

587.91 ㎡（建物面積） 3,455 ㎡　　　　　　　　
2軸スクリューによる押出成形

6t/5h
手選別＋圧縮梱包

（プラスチック類）4.5t/5h
　　　　　着工　H10. 9.20
　　　　　竣工　H11. 3. 8

着工　H13. 6.22
竣工 H14. 2. 1

三菱マテリアル㈱ 施設工業(株)
277,029 千円　 113,400 千円　

国庫補助 0 千円　 0 千円　
起 債 213,500 千円　 77,500 千円　
一般財源 63,529 千円　 35,900 千円　

　　　　　休止　H19. 4. 1
　　　　　解体　　―――

　　　　　休止　H20. 6. 1
　　　　解体 　―――

――― ―――

廃 止 ・ 休 止
解 体 年 月

解 体 費

工 期

施 工 会 社
建 設 費

施 設 名

方式・能力

工 期

施 設 名

所 在 地

方式・能力

敷 地 面 積

廃 止 ・ 休 止
解 体 年 月

解 体 費

備 考

所 在 地

敷 地 面 積

備 考

施 工 会 社
建 設 費

（3）し尿処理施設 

船見町し尿処理場
東清掃センター

湿式酸化処理施設
白根し尿処理場

旧白根衛生センター組合施設

新潟市中央区船見町1-3980
新潟市東区下木戸241
(現東清掃センター内)

新潟市南区臼井2135－1
(現白根環境事業所内)

1,600 ㎡　 ――― 4,862 ㎡　
加湿消化式

36kl/日
湿式酸化方式(１次処理のみ)

200kl/日
高速化学処理方式

84kl/日
　　　　　着工　S30. 2. 1
　　　　　竣工　S32. 1.30

　　　　　着工　S44.10.15
　　　　竣工 S46. 3.20

着工 新設S39. 9.25 増設S49. 8.14
竣工 　　　S40.11.30  　　S50. 8.31

三機工業㈱ 新潟ジンプロ㈲ 大原鉄工所㈱
29,925 千円 410,163 千円 101,086千円 137,981千円

国庫補助 7,002 千円 84,400 千円 18,603千円 　39,256千円
起 債 8,000 千円 243,200 千円 31,000千円 　78,700千円
一般財源 14,923 千円 82,563 千円 51,483千円 　20,025千円

　　　　　廃止　S55. 3.31
　　　　　解体　S55. 8.30

　　　　　廃止　S62. 3.31
　　　　解体 H6. 1.14

　　　　　廃止　H3. 2. 1
　　　　解体 H3. 3.21

9,700 千円 51,500 千円 16,995 千円

S50に30kl増設　54kl→84kl

方式・能力

工 期

施 工 会 社
建 設 費

廃 止 ・ 休 止
解 体 年 月

解 体 費

備 考

敷 地 面 積

施 設 名

所 在 地



新潟市清掃事業概要 

 - 82 -

 

東清掃センターし尿処理施設 西清掃センターし尿処理施設 舞平処理場
旧新潟地区広域清掃事務組合施設

新潟市東区下木戸241
(現東清掃センター内)

新潟市西区小新2028-1
(現西清掃センター内)

新潟市江南区平賀161-1

――― ――― 37,581 ㎡　
加温消化方式＋活性汚泥法

162kl/日
加温消化方式

＋下水道放流 　100kl/日
重力沈降濃縮分離方式＋加温消
化方式＋活性汚泥法　200kl/日

　　　　　着工　S34.10.25
　　　　　竣工　S36.11.20

　　　　　着工　S39.12.21
　　　　竣工 S41. 3.31

着工 新設S47. 1.25改造H2. 7.23
竣工 　　　S48. 3.20　　　H3. 3.20

㈱新潟鐵工所 荏原インフェルコ㈱ 安宅建設工業㈱　アタカ工業㈱
141,806 千円 214,844 千円 972,404千円 　564,440千円

国庫補助 30,811 千円 34,485 千円 93,000千円 　　　　　 0千円
起 債 64,000 千円 107,200 千円 608,100千円 　398,100千円
一般財源 46,995 千円 73,159 千円 271,304千円 　166,340千円

　　　　　廃止　H4. 3.31
　　　　　解体　H5. 9.29

　　　　　廃止　H12. 3.31
　　　　解体 H14. 3.29

　　　　　廃止　H14.11.21
　　　　解体 H15.10.15

193,753 千円 78,063 千円 83,024 千円

下水道放流H5.11. 1～ H3に浄化槽汚泥対応改造
し尿200kl→し尿100kl+浄化槽100kl

東清掃センター
浄化槽汚泥処理施設

環境センター(第一期)
旧新津市施設

環境センター(第二期)
旧新津市施設

新潟市東区下木戸3-4-1
(現東清掃センター内)

新潟市秋葉区古田の内大野開
93

新潟市秋葉区古田の内大野開
93

――― 7,942 ㎡　 第一期と同一敷地
重力沈降濃縮分離方式

＋活性汚泥法　　220kl/日
加温式多段嫌気性消化方式

36kl/日
守住式し尿処理装置

消化処理方式 　35kl/日
　　　　　着工　S54. 7.13
　　　　　竣工　S55. 3.31

　　　　　着工　S37.10.25
　　　　竣工 S38.12.31

　　　　　着工　S43.11.05
　　　　竣工 S44.11.24

山田工業㈱，新潟ジンプロ㈲ ㈱荏原製作所 守住工業㈱
485,300 千円 58,739 千円 59,850 千円

国庫補助 70,000 千円 14,953 千円 17,900 千円
起 債 321,700 千円 21,500 千円 33,140 千円
一般財源 93,600 千円 22,286 千円 8,810 千円

　　　　　廃止　H14. 3.31
　　　　　解体　　―――

　　　　　廃止　H16. 3.31
　　　　解体 　―――

　　　　　廃止　H16. 3.31
　　　　解体 　―――

――― ――― ―――
除渣希釈後下水道投入中
H14. 4. 1～

県新津浄化センター投入中
H16. 1.15～

県新津浄化センター投入中
H16. 1.15～

環境センター(第三期)
旧新津市施設

白根し尿処理場

新潟市秋葉区古田の内大野開
93

新潟市南区臼井2135－1

第一期と同一敷地 3,450 ㎡　
加温式多段嫌気性消化方式

20kl/日
撹拌遠心分離式高負荷処理

＋高度処理 100kl/日
　　　　　着工　S51.10. 7
　　　　　竣工　S53. 2.28

　　　　　着工　S59. 2. 9
　　　　竣工 S61. 3.25

アタカ工業㈱ 荏原インフェルコ(株)
230,558 千円 1,271,723 千円

国庫補助 46,842 千円 549,125 千円
起 債 178,100 千円 666,100 千円
一般財源 5,616 千円 56,498 千円

　　　　　廃止　H16. 3.31
　　　　　解体　　―――

　　　　　廃止　H24. 8. 3
　　　　解体 　―――

――― ―――
県新津浄化センター投入中
H16. 1.15～

建 設 費

廃 止 ・ 休 止
解 体 年 月

解 体 費

備 考

敷 地 面 積

方式・能力

工 期

施 工 会 社

備 考

施 設 名

所 在 地

施 工 会 社
建 設 費

廃 止 ・ 休 止
解 体 年 月

解 体 費

敷 地 面 積

方式・能力

工 期

解 体 費

備 考

施 設 名

敷 地 面 積

方式・能力

所 在 地

工 期

施 工 会 社
建 設 費

廃 止 ・ 休 止
解 体 年 月

施 設 名

所 在 地
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（4）埋立処分地 

敷地面積 埋立面積
用地費 埋立容量

鳥屋野潟周辺 借地 -S34

寄居浜 借地 S34-S34

上沼 借地 S35-S35

船江町 借地 S36-S36

小針 借地 S37-S41. 8

姥ヶ山 借地 S39-S41. 3

須賀 借地 S41. 9-S42. 7

S42. 8-S42.11

S43. 4-S43.10

坂井 借地 S42.12-S43. 3

小新 借地 S43.11-S44. 4

紫竹 借地 S44. 5-S44. 6

三枚潟 借地 S44. 3-S45. 4

一日市 借地 S44. 7-S44. 9

女池 借地 S44. 7-S44. 9

中権寺 借地 S44.10-S45. 3

上新栄町 借地 S45. 4-S46.10

青山海岸 借地 S45. 8-S45. 9

山二ツ 借地 S46. 9-S47. 3

27,969 ㎡

88,755千円

5,610 ㎡
借地

48,738㎡

借地

6,503 ㎡

33,907 ㎡

246,305千円

40,432 ㎡
借地 80,432  

110,951 ㎡ 94,000 ㎡
525,041千円 564,000  

4,207 ㎡
借地 10,510  

33,083 ㎡

286,500千円

破砕 197,698千円 川田工業㈱
 破砕 30t/5h、切断 18t/5h
焼却 44,720千円 富士建設工業㈱
 バッチ式 10t/日
水処理 136,181千円 三機工業㈱
 活性汚泥方式 1,000 /日

終了廃止 S57. 7.15

五十嵐浜 借地

S52. 5
　～S55. 1

S48.12
　～S51. 3

第１赤塚

 西区赤塚181

鵜の子

備　考埋立期間

S49. 3
　～H4. 3

終了廃止H7.3

S46.11
　～S48. 6

S46.11
　～S58. 3

施　設　名
設置場所

終了廃止S58. 3

津島屋
 東区津島屋6

S48.10
　～S57. 2

終了廃止S58. 3

S52
　～S57. 7

造成 18,266千円

長潟
 中央区長潟626-4他

S48. 6
　～S50. 2

造成 31,410千円

造成 21,474千円
水処理 5,811千円

第１濁川
 北区濁川3947-1他

黒埼北場
(旧黒埼町施設)
 西区北場586-1

岩室
(旧岩室村施設)
 西蒲区和納6644-1

造成 13,750千円

内沼沖
(旧豊栄市施設)
 北区大月丙611-1

松郷屋埋立処分地
（旧巻町外三ケ町村衛
生組合施設）
西蒲区松郷屋320

S50. 4
　～S60. 3
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敷地面積 埋立面積
用地費 埋立容量

5,720 ㎡ 5,680 ㎡
5,680  

6,471 ㎡ 6,400 ㎡
26,561千円 29,600  

26,247 ㎡
借地

17,800 ㎡ 12,000 ㎡
67,200  

11,875 ㎡ 8,647 ㎡
25,941  

11,798 ㎡ 9,641 ㎡
34,775  

8,798 ㎡
22,000  

8,230 ㎡
37,000  

56,798 ㎡ 46,865 ㎡
527,505千円 170,000  

28,995 ㎡ 7,325 ㎡
第1,2,減容施
設合わせて

24,700  

251,950千円

118,974 ㎡ 103,000 ㎡
991,779千円 805,000  

6,669 ㎡ 6,448 ㎡
57,133千円 21,613  

造成 406,000千円 ㈱加賀田組、水処理 94,600
千円 オルガノ㈱ 接触酸化方式 250 /日
管理棟 5,825千円、その他 34,961千円
【財源内訳】 補253,212千円、起235,600千円、一
般52,574千円　　廃止H10. 5.21

白根第２
 南区臼井2135－1

造成工事 97,150千円 安達建設興業㈱
水処理施設は第1と供用
【財源内訳】 補34,273千円、起50,067千円、一般
12,810千円
終了H18. 7.10　　廃止H25. 5.28

S53.12
　～S63. 3

舞平焼却灰処分場
(旧新潟地区広域清掃
事務組合施設)

 江南区平賀259-1

施　設　名
設置場所

造成 48,560千円 安達建設興業㈱
水処理 199,037千円 大原鉄工所㈱
 活性汚泥＋沈殿  131 /日
【財源内訳】 補112,055千円、起131,099千円、一
般4,443千円
S57嵩上げ工事4,555千円
終了S63. 3.31，廃止H17. 3.18

S53. 6
　～S57. 8

造成 4,429千円 古泉組㈱
終了廃止 S57. 8

備　考

造成 丸運建設㈱、水処理 新明和工業㈱、工期
S55. 1～S63.12
【財源内訳】 補11,186千円、起29,700千円、一般
117,220千円　　終了H2.11.15　　廃止　　－

造成 4,254千円 ㈱遠藤組
終了廃止H8.12.16

横越第１
(旧横越町施設)
 江南区駒込662-1

S56. 4
　～H8.12

終了廃止 S58. 9.30

八反田不燃ごみ埋立地
(旧亀田町施設)
 中央区鵜ノ子820

白根第１
(旧白根衛生センター組合
施設)
 南区臼井2135－1

水処理 45,000千円  ㈱ナカムラ
 活性汚泥方式 360 /日、工期S54.12～S55. 3
廃止H10. 5. 7

造成 39,600千円 亀田建設㈱他
終了廃止H5. 3.31

鎧潟埋立処分地
（旧巻町外三ヶ町村衛
生組合施設）
西蒲区鎧潟11973

茗荷谷

第２赤塚
 西区赤塚181

埋立期間

S59. 4
　～H14. 6

S57. 7
　～S62. 8

第１小平方
 西区小平方548

亀田第１（１・２期）
(旧亀田町施設)
 江南区亀田1869-1

第２濁川
 北区濁川681-1

S60. 4
　～H11. 3

S57. 4
　～H5. 3

S55.12
　～H2.11

S55. 2
　～S56. 9

造成費 146,250千円
水処理施設第１赤塚建設時整備
終了H16. 8.11　　廃止H18. 3.20

S56. 4
　～H1. 6

第1次市之瀬
(旧新津市施設)
 秋葉区市之瀬746

造成工事 112,000千円 加賀田・笠井JV
水処理 35,800千円 富士電気総設㈱
 接触酸化方式 30 /日
水道管布設 5,550千円 ㈲鈴木配管工業
【財源内訳】 補67,542千円、起77,500千円、一般
8,308千円
 H6嵩上げ工事 47,897千円 ㈱笠井組
終了H19.9.19　　廃止H22. 3.23

造成 石川組・松本組JV、水処理 ユニチカ㈱ 活
性汚泥＋凝集沈殿 30 /日
【財源内訳】 補40,646千円、起97,600千円、一般
32,635千円
終了H1. 6　　廃止H19. 3. 9

S62. 4
　～H14. 3

S56. 5
　～S58. 9
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敷地面積 埋立面積
用地費 埋立容量

54,352 ㎡ 39,114 ㎡
1期,2期合わせ
て

198,438  

888,116千円

2,048 ㎡ 1,765 ㎡
1,631  

12,154 ㎡ 11,000 ㎡
32,788  

44,978 ㎡ 38,417 ㎡
1期,2期合わせ
て

213,900  

888,116千円

11,000 ㎡ 9,338 ㎡
345,270千円 36,800  

28,995 ㎡ 5,200 ㎡
第1,2,減容施設
合わせて

19,300  

251,950千円

19,752 ㎡ 7,845 ㎡
79,597千円 17,594  

103,107 ㎡ 82,343 ㎡
1,495,521千円 267,355  

4,458 ㎡ 3,605 ㎡
15,571  

造成 1,705,300千円 福田・本間・水倉・久住JV、
水処理 772,500千円 荏原ｲﾝﾌｨﾙｺﾞ㈱ 接触酸化
＋凝集沈殿＋砂ろ過 380 /日
【財源内訳】 補867,910千円、起968,000千円、一
般641,890千円
終了H24.12.26　　廃止　　－

H1. 1
　～H13. 7

第３赤塚
 西区赤塚181

H9. 9
　～H24. 3

H8.12
　～H20. 3

造成 373,201千円 第一建設工業㈱
水処理 155,000千円 荏原インフィルコ㈱ 接触酸
化方式 200 /日、橋梁工事 30,239千円 ㈱皆川
組、管理棟 5,175千円、その他 36,502千円
【財源内訳】 補282,167千円、起225,700千円、一
般92,250千円
終了H6. 4.15　　廃止H10. 5.14

備　考施　設　名
設置場所

S62. 8
　～H5. 6

埋立期間

太夫浜(第１期)
 北区太夫浜4020-4

H14. 4
　～H23. 5

白根第３
 南区臼井2135－1

造成 203,995千円 安達・宮川・臼井JV、水処理
155,400千円 東レｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 活性汚泥＋沈
殿＋膜処理＋活性炭 120 /日、事務費その他
19,103千円
【財源内訳】 補51,409千円、起310,500千円、一
般16,589千円
終了H25. 4.22　　廃止　　－

造成 484,100千円 田中・大橋・高木JV、水処理
247,200千円 日立プラント建設㈱ 接触酸化＋凝
集沈殿＋砂ろ過＋活性炭 21 /日、事務費その
他31,135千円
【財源内訳】 補263,156千円、起473,700千円、一
般25,579千円
終了H21. 1.15 　廃止H23.10.13

造成346,500千円 加賀田・新潟廣瀬組JV、水処
理318,906千円 アタカ工業(株) 接触酸化＋凝集
沈殿＋砂ろ過＋活性炭 37 /日、施工監理
13,186千円 ㈱総合エンジニアリング
【財源内訳】 補265,250千円、起392,400千円、一
般20,942千円
終了H19. 9.19　　廃止H22. 3.23

第2次市之瀬
 秋葉区市之瀬746

造成353,805千円 ㈱加賀田組、水処理252,350
千円 荏原インフィルコ㈱ 接触酸化＋凝集沈殿＋
砂ろ過＋活性炭 90 /日、施工監理10,887千円
【財源内訳】 補204,932千円、起332,300千円、一
般79,810千円
終了H22. 7.21　　廃止H24.12. 6

横越第２
 江南区うぐいす2-1-1

H5. 7
　～H13. 8

H10. 4
　～H19. 3

第２小平方
 西区小平方548番地1

亀田第２
 江南区亀田1863-1

舞平残渣処分場
(旧新潟地区広域清掃
事務組合施設)
 江南区平賀157

造成 石川組・松本組・昆建設JV、水処理 ユニチ
カ㈱ 活性汚泥＋凝集沈殿 56 /日
【財源内訳】 補24,048千円、起64,000千円、一般
21,462千円
終了H18. 3.31  　廃止H19. 3.12

太夫浜(第２期)
 北区太夫浜4020-4

H05.12
　～H18. 6

H1. 7
　～H16. 3

造成 427,986千円 第一建設工業㈱
水処理 246,268千円 荏原インフィルコ㈱ 接触酸
化＋凝集沈殿 180 /日
【財源内訳】 補224,564千円、起359,600千円、一
般90,090千円
終了H16. 3.19　　廃止H18. 5.19

造成 ㈱櫛谷組、水処理 アタカ工業㈱ 凝集沈殿
【財源内訳】 起33,200千円、一般4,784千円
終了H13. 7.27　　廃止H15. 6.13
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６ ごみ・し尿処理手数料の推移 
 （１）ごみ 

1ヶ月 10kg～20kg 20kg～30kg
（月額） （月額） （月額）

昭和32年 6月 30～80円(月額) 110～680円 100円
昭和36年 6月 20～70円(月額) 100～600円
昭和46年 4月 10～35円(月額)
昭和47年 6月 無料 2,300円 3,800円 1,200円
昭和52年 4月 2,700円 4,500円 3,000円
昭和55年 4月 4,000円
昭和59年 4月 1,000円
昭和63年 4月 1,500円
平成4年 10月 4,000円 6,700円 6,000円 2,200円
平成12年 4月 6,000円 10,100円 90円
平成14年 4月 6,700円 11,200円 100円
平成16年 4月 8,000円 13,400円 120円
平成17年 3月

平成20年 6月
指定袋による

有料化
2,200円

従量制(10kgまでごと)
130円(事業系)
60円(家庭系)

区　分
市に収集・運搬，処分を依頼

搬入車両
により

料金設定
(1～1.5t車)

自ら搬入する場合家庭系

事業系
動物の
死体
(個)

従量制
(10kgまでご

と)

 

※  平成 20 年 6 月以前の手数料金額は合併市町村地域を含まない旧新潟市の区分による。 

※  平成 17 年 3月 21 日および平成 17 年 10 月 10日合併市町村地域(旧新津市・白根市・豊

栄市・小須戸町・横越町・亀田町・岩室村・西川町・味方村・潟東村・月潟村・中之口村、

巻町)では、合併後も旧市町村の処理手数料を継続し、平成 20年 6 月に全市統一した。 

※  事業系収集は平成 20年 5 月末に廃止した。 

 

 （２）し尿 

区　分

(1人・月) 14㍑ 18㍑ 27㍑ 36㍑

昭和28年 1月 4円 8円
昭和29年 2月 6円 12円
昭和32年 2月 8円 15円
昭和36年 1月 11円 21円
昭和40年 4月 21円
昭和44年 4月 50円 50円
昭和47年 2月 70円 100円 30円
昭和52年 4月 100円 140円 43円
昭和55年 4月 140円 195円 60円
昭和59年 4月 190円 265円 80円
昭和63年 4月 240円 335円 100円
平成4年 4月 320円 445円 135円
平成12年 4月 370円 515円 155円
平成17年 3月 370円 515円 155円
平成21年 4月 370円 515円 155円

回数料
月1回を

超える場合

定　額　制 従　　量　　制

 

※  手数料金額は合併市町村地域を含まない旧新潟市の区分による。 

※  平成 17 年 3月 21 日および平成 17 年 10 月 10日合併市町村地域(旧新津市・白根市・豊

栄市・小須戸町・横越町・亀田町・岩室村・西川町・味方村・潟東村・月潟村・中之口村，

巻町)の従量制金額は，旧市町村の手数料から段階的に引き上げ、平成 21 年度に全市統一

した。 
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７ 組織の変遷 

年 月 内            容 

明治 22 年  庶務課衛生係として発足 

大正 13 年  衛生課として独立 （衛生係、清掃係） 

昭和 28 年 12 月 部制を採用 厚生部衛生課となる。（庶務係、清掃第一係、清掃第二係） 

昭和 33 年 1 月 新潟市保健所を分離し東保健所・西保健所とした。 

昭和 34 年  衛生部とする。 （衛生課、清掃課） 

昭和 35 年 9 月 東清掃センター設置 

昭和 41 年 4 月 西清掃センター設置 

昭和 44 年 4 月 
清掃課を清掃業務課と清掃施設課に分離し、東・西清掃センターを清掃

事務所と清掃工場に分ける。 

昭和 46 年 1 月 衛生部から清掃部門を分離し、清掃部を新設する。 

昭和 57 年 4 月 
清掃部を廃止し、保健環境部へ移管（組織は、清掃課・東清掃センター・

西清掃センターとする。） 

昭和 58 年  
衛生課が環境対策課と保健衛生課に分離し、浄化槽対策部門は環境対

策課に移る。 

昭和 61 年 
4 月 

保健環境部から清掃部門を分離し、清掃部を新設するとともに、清掃課に

浄化槽部門を移管し、浄化槽対策係を新設 

8 月 新田清掃センターが組織として独立 

昭和 62 年 4 月 
東・西清掃センターに、それぞれ太夫浜処分地管理事務所・赤塚処分地

管理事務所を設置 

昭和 63 年 4 月 
東・西清掃センター組織改正（指導係を管理係に名称変更、清掃指導員

を指導係から清掃係へ所属替え） 

平成 2 年 4 月 
保健環境部公害対策課より産業廃棄物部門を移管し、指導普及係を廃

棄物対策係に名称変更 

平成 3 年 4 月 清掃課廃棄物対策係を、ごみ対策係と産業廃棄物対策係に分ける。 

平成 4 年 4 月 
局制による組織改正により清掃部から市民局環境部（環境対策課、清掃

課、東・西・新田清掃センターの 2 課 3 センター）に名称変更 

平成 7 年 4 月 清掃課に減量推進室を新設 

平成 8 年 4 月 浄化槽対策係が環境対策課へ移管 

平成 12 年 4 月 
西・新田清掃センター組織改正（西清掃センター施設係廃止、新田清掃

センター施設係が施設第 1 係に変更、施設第 2 係新設） 

平成 14 年 4 月 小平方埋立処分地を西清掃センター（赤塚処分地管理事務所）に移管 

平成 15 年 4 月 清掃課に新焼却場建設準備室を新設 
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年 月 内            容 

平成 17 年 

4 月 

○ 清掃課を廃棄物政策課（管理係・企画係・施設係・新焼却場建設準備

室）と廃棄物対策課（業務係・適正処理推進係・産業廃棄物対策室・

資源再生センター）の 2 課に分離 

○ 新潟地区広域清掃事務組合の解散に伴い、舞平清掃センター（管理

係・施設係）・亀田清掃センター（管理係・環境対策係・施設係・運転

係・太夫浜処分地管理事務所）を、白根地域広域事務組合の解散に

伴い、白根環境事業所（環境企画係・事業推進・施設第 1 係・施設第

2 係）を新設 

○ 赤塚処分地管理事務所を新田清掃センターに、太夫浜処分地管理

事務所を亀田清掃センターへ移管 

10 月 
巻・新潟衛生組合の解散に伴い、巻清掃センター（管理係・施設第 1 係・

施設第 2 係）を新設 

平成 18 年 4 月 廃棄物政策課新焼却場建設準備室を新焼却場建設室に変更 

平成 19 年 4 月 

○ 政令市へ移行とともに、部局制を廃止（市民局環境部から環境部へ） 

○ 廃棄物政策課の施設部門を分離し、廃棄物施設課を新設（施設管理

係、技術係、新焼却場建設係） 

○ 資源再生センター・東清掃センター及び西清掃センターを廃棄物対

策課の所管へ移す 

○ 新田清掃センター・亀田清掃センター・白根環境事業所・巻清掃セン

ター・新津クリーンセンター及び舞平清掃センターを廃棄物施設課の

所管へ移す 

平成 20 年 4 月 

○ 東清掃センターを東清掃事務所に、また西清掃センターを西清掃事

務所に変更 

○ 廃棄物施設課に東処理センターを設置(東清掃センター施設係を移

管) 

○ 廃棄物対策課美化推進係を新設し、適正処理推進係をリサイクル推

進係に変更 

平成 22 年 4 月 

○ 新田清掃センター施設第 2 係を施設第３係に変更し、廃棄物処理施

設（破砕施設を除く。）を運営する施設第２係を新設した 

○ 東処理センターを舞平清掃センターの所管へ移す 

平成 23 年 4 月 

○ 新田清掃センター施設第３係を廃止し、第１係を焼却担当、第２係を

破砕担当とし、第 2 係に資源再生センター（啓発部門除く）を附属した

○ 産業廃棄物対策室を廃棄物指導室に名称変更 

平成 24 年 4 月 

○ 廃棄物施設課新焼却場建設係を廃止 

○ 白根環境事業所を新田清掃センターの所管へ移す 

○ 新津クリーンセンター施設第 2 係を廃止 

平成 25 年 4 月 ○ 東清掃事務所と西清掃事務所を統合し、清掃事務所とした。 
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８ 廃棄物・リサイクルに関する法改正 

公布年 月 内            容 

明治 33 年 3 月 
汚物掃除法公布（汚物処理に関する 初の法律。汚物（し尿、ごみ）を行政サービスとして市、特定の町
村が処理、明治 33 年 4 月施行） 

昭和 5 年 5 月 汚物掃除法改定(市町村に対するし尿の収集・処分の義務化) 

昭和 29 年 4 月 清掃法公布（汚物掃除法が廃止され、し尿浄化槽の維持管理基準が規定される、昭和 29 年 7 月施行）

昭和 38 年 12 月 
生活環境施設整備緊急措置法公布、施行(5 か年計画の策定、汚水・し尿およびごみ処理整備の緊急
かつ計画的な整備を行う) 

昭和 43 年 5 月 
清掃施設整備緊急措置法公布、施行(第 2 次 5 か年計画の策定、清掃施設の緊急かつ計画的な整備を
促進する) 

昭和 45 年 12 月 廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物処理法）公布（清掃法を改定、昭和 46 年 9 月施行） 

昭和 47 年 6 月 
廃棄物処理施設整備緊急措置法公布、施行(廃棄物処理施設整備計画の策定、清掃施設整備緊急措
置法廃止) 

昭和 51 年 6 月 廃棄物処理法及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正(施設設置の届け出義務) 

昭和 53 年 8 月 廃棄物処理法に基づく省令の一部改正が施行 

昭和 56 年 6 月 廃棄物処理施設整備緊急措置法改正、施行 

昭和 58 年 5 月 浄化槽法公布（廃棄物処理法から浄化槽関係が分離、昭和 60 年 10 月施行） 

昭和 61 年 4 月 廃棄物処理施設整備緊急措置法改正、施行 

平成 3 年 

4 月 再生資源の利用の促進に関する法律（再生資源利用促進法）公布（平成 3 年 10 月施行） 

10 月 
廃棄物処理法及び同法に基づく政省令の一部改正 
（発生抑制・分別・リサイクルの位置づけ明示。平成 4 年 7 月施行） 

平成 4 年 

5 月 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律公布(平成 4 年 9 月施行) 

12 月 
廃棄物処理法の一部改正(廃棄物の輸出入規制) 

特定有害廃棄物の輸出入の規制に関する法律(バーゼル法))公布、施行 

平成 5 年 11 月 環境基本法公布、施行 

平成 6 年 3 月 廃棄物処理法施行規則の一部改正（平成 6 年 4 月施行、一部平成 7 年 3 月施行） 

平成 7 年 6 月 
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）公布（平成 9 年
4 月再商品化義務規定部分施行、平成 12 年 4 月全面施行） 

平成 8 年 6 月 廃棄物処理設備緊急措置法改正 

平成 9 年 6 月 
廃棄物処理法一部改正（焼却施設及び 終処分場の許可基準の見直し等、平成9年12月施行）（一廃
処理業の許可更新時期等、平成 10 年 4 月施行、施設の設置手続き等、平成 10 年 6 月施行） 

平成 10 年 6 月 
特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）公布 
（平成 10 年 12 月 1 次施行、平成 13 年 4 月実施） 

平成 11 年 7 月 ダイオキシン類対策特別措置法（ダイオキシン特措法）公布（平成 12 年 1 月施行） 

平成 12 年 

5 月 
国等による環境物品の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）公布（平成 13 年 4 月施行） 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）公布（平成 14 年 5 月施行） 

6 月 

循環型社会形成推進基本法公布（平成 12 年 6 月一部施行、平成 13 年 1 月全面施行） 

廃棄物処理法の一部改正（産廃のマニフェスト制度の強化等、平成 13 年 4 月施行） 

資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）公布（再生資源利用促進法を改正、リ
サイクルの強化、廃棄物の発生抑制等、平成 13 年 4 月施行） 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）公布（平成 13 年 5 月施行） 

浄化槽法の一部改正(平成 13 年 4 月施行) 

平成 13 年 6 月 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（PCB 特措法）公布（平成 13 年 7
月施行） 

浄化槽法の一部改正(単独処理浄化槽の新設禁止、平成 13 年 10 月施行) 
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年 月 内            容 

平成 14 年 7 月 使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）公布（平成 17 年 1 月施行） 

平成 15 年 6 月 

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法（産廃特措法）公布、施行 

廃棄物処理法の一部改正公布、施行（不法投棄の未然防止等の措置、リサイクルの促進等の措置、廃
棄物処理施設整備緊急措置法廃止） 

平成 16 年 

1 月 家電リサイクル法施行令の一部改正（平成 16 年 4 月施行） 

4 月 
廃棄物処理法の一部改正公布（指定有害廃棄物及び事故時の措置を届け出なければならない特定処
理施設に関する部分、平成16 年10 月施行、廃棄物が地下にある土地の形質の変更の届出に関する部
分、平成 17 年 4 月施行） 

平成 17 年 5 月 

廃棄物処理法の一部改正(不法投棄、無確認輸出等に関する罰則強化等、平成 17 年 10 月施行、一部
平成 18 年 4 月施行) 

浄化槽法の一部改正(平成 18 年 2 月施行) 

平成 18 年 
2 月 廃棄物処理法の一部改正(アスベスト廃棄物の無害化処理促進等) 

6 月 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正 (平成 19 年 4 月施行) 

平成 19 年 
6 月 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）の一部改正（食品小売業、外食産
業に害する指導監督の強化と再生利用の円滑化措置等、平成 19 年 12 月施行） 

9 月 廃棄物処理法施行令の一部改正（産業廃棄物である「木くず」の範囲変更） 

平成 20 年 12 月 
家電リサイクル法施行令の一部改正（液晶・プラズマ式テレビ、衣類乾燥機の追加等）（平成21年4 月施
行） 

平成 21 年 11 月 
廃棄物処理法施行規則の一部改正（微量 ＰＣＢ 汚染廃電子機器等を無害化処理に係る特例の対象
に追加 

平成 22 年 5 月 
廃棄物処理法の一部改正公布（廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の
強化、廃棄物処理施設の維持管理対策の強化、廃棄物処理業の優良化の推進、排出抑制の徹底、適
正な循環的利用の確保、焼却時の熱利用の促進）（平成 23 年 4 月施行） 

平成 23 年 8 月 

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の公布・施行（ 災害廃棄物に係る
仮置場及び 終処分場の早急な確保のための広域的協力の要請等、再生利用の推進等、災害廃棄物
処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策定等、アスベストによる健康被害の防止等、海に流出
した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理等、津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症・悪
臭の発生の予防・防止等） 

平成 24 年 8 月 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の公布（小型家電リサイクル法） 

平成 25 年 4 月 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行（小型家電リサイクル法） 
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９ 清掃事業の沿革 

年代 一般関係 ごみ処理関係 し尿・浄化槽汚泥処理関係 

明治 22 年 
○ ４月 新潟市施行（面積

12.22k ㎡・人口 43,911 人） 
  

明治 23 年 

 ○ 天秤収集を手車収集に変更
し、特選請負を競争請負入札
に改める 

 

明治 27 年 

 ○ ごみ処理を市営事業（請負制）
とする。処理方法は、信濃川洲
での露天焼却、ついで、海岸投
棄、池沼等の埋め立てへと移行

 

明治 33 年  ○ 掃除監視吏員 7 人をおく  

明治 34 年 

  ○ し尿汲取営業者取締規則
（県令）が発布され、業者は
警察に届け出ることになり、
ここに、はじめてし尿の衛
生的取り締まりの統制を見
る 

明治 42 年 
 ○ 野天焼却を廃し、砂防造林施

行地に散布 
 

明治 43 年  ○ 請負制を市直営とする  

大正 2 年 

 ○ 15 か年継続事業として、塵芥
汚泥散布の方法により造林施
行の結果、好成績を収める 

 

大正３年 
○ 沼垂、山の下を編入(面積

20.52k ㎡・人口 91,604 人) 
○ 再度砂防造林 15 か年継続事

業計画を立てる 
 

大正８年 
○ 馬越、鴉又を編入(面積

20.65k ㎡・人口 99,144 人) 
  

大正 11 年 

  ○ くみ取りし尿の農村需要が
減少の一途をたどる 

○ 業者連署して市費補助を
請願し、ついで、市営処理
を請願 

大正 12 年 

  ○ 鴉又に 7 百石入し尿貯留
槽 3 個を建設し、180 石タン
ク船 4 艘を買入れる 

大正 13 年 
 
 

○ 塵芥自動車（2 台）をはじめて
購入する 

○ ８月 し尿処理を市営事業
とする 

大正 14 年 
  ○ 3 月「し尿処分に関する条

例」公布 

昭和 4 年 

  ○ 市営事業をくみ取り業者の
請負処理制に切り替え、毎
年 3 万円の補助金を公布 

昭和 18 年 

○ 大形、石山、鳥屋野を編
入(面積  72.55k ㎡・人口 
191,663 人) 

○ 戦時中の人手不足から共同箱
を設置 

 

昭和 23 年 

 ○ 収集したごみの半分を日和山
海岸に、残る半分を関屋浜に投
入し、海岸決壊の防止対策の
一つとする 

 

昭和 26 年 
  ○ し 尿 業 者 へ の 補 助 金 を

100 万円に増額 

昭和 27 年 

  ○ し 尿 業 者 へ の 補 助 金 を
300 万円に増額 
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昭和 28 年 

○ 散水事業を開始  ○ 「し尿処理手数料条例」を
公布 1 月 1 日 市営処理を
断行し、業者の登録指定を
行い、くみ取り券（2 斗入り 1
桶 8 円）制度をはじめる 

○ はじめてバキューム車を購
入し、一部直営収集を行う 

昭和 29 年 ○ 8 月 11 日｢清掃条例｣公布
10 月 1 日から施行 

○ 松浜、南浜、濁川、坂井輪
を編入(面積 122.64k ㎡・
人口 262,002 人 

○ 旧市域を特別清掃地域に指定
し、それにともない日和山等で
の処理を止め鳥屋野潟周辺に
埋立場を設定 

○ 指定くみ取業を許可制度
に改める。 

○ くみ取り区域を整理統合
し、し尿舟を撤去して逐次
バキューム車に切り替え、
作業形態も各個作業から
共同作業に改める 

昭和 30 年 ○ 新潟大火   

昭和 31 年  ○ ３月 船江町海岸に埋立場を
開設する。この年住民の反対
激しく、9 か所の埋立場を転々
とする 

 

昭和 32 年 ○ 6 月 1 日｢清掃条例｣改正 
7 月 1 日施行 

○ 大江山、曽野木、両川を
編入(面積 161.47k ㎡・人
口 295,225 人) 

○ ごみ処理手数料問題 5 月に解
決し、６月から新設する。 
営業者月額 110～680 円 
一般世帯月額 30～80 円 

○ ごみ収集のための 初の機械
車（スクリュードラム）を購入 

○ 1 月 30 日 船見町し尿浄
化槽完成 

○ し尿処理手数料改正 

昭和 33 年  ○ 11月20日 下木戸ごみ焼却炉
完成 

 

昭和 35 年 ○ 内野町、豊栄町の一部を
合併編入 (面積 180.23k
㎡・人口 314,528 人) 

  

昭和 36 年 ○ 「清掃条例」改正（改正 3
月 1 日、施行 4 月 1 日） 

○ 赤塚、中野小屋を編入(面
積 208.34k ㎡ ・ 人 口
326,632 人 

○ ごみ処理手数料改正 
○ ごみ収集用共同箱からポリ袋

による定時収集への移行開始 

○ し尿処理手数料改正 
○ 11 月 20 日 下木戸し尿消

化槽完成 

昭和 38 年 ○ 【巻広域】12 月 巻町外三
ヶ町村伝染病院組合から
巻町外三ヶ町村衛生組合
に名称変更 

○ 新市域のごみ収集を業者に委
託 

 

昭和 39 年 ○ 【白根広域】５月 白根市
外四ケ町村清掃組合が設
立 

○ ６月６日 新潟国体開催
「きれいなまちづくり運動」
の効果により「清掃国体」と
好評をえる 

○ ６月１６日 新潟地震発生 
全清掃施設損害を受ける 

○ ４月 ごみ収集全車両に「赤トンボ」のオルゴールを装備し、ポリ
袋無償配布をはじめる 

○ ５月 市内のごみ収集用共同箱のうち 95％を廃止し、ポリ袋によ
る週 3 回の定時収集を確立 

○ 施設が復旧するまで、ごみは東西海岸へ、し尿は有明町および
船江町海岸へ仮貯留槽を掘ってそこへ投棄処理する。それとと
もに施設の復旧工事に着手し、東清掃センターごみ焼却炉は 8
月 8 日、し尿消化槽は 11 月 2 日、船見し尿消化槽は 12 月 1 日
にそれぞれ復旧運転する 

昭和 40 年  ○ 従来の年 2 回の「大掃除月間」
を「特別清掃月間」と改める 

○ 10 月 18 日 小新のコンポスト
プラントが完成 
 

○ し尿処理手数料改正 
条例改正 3 月 31 日 
施 行 4 月 1 日 
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昭和４１年 ○ 「新潟市清掃審議会規則」
施行 

○ 11 月 1 日清掃審議会委員
15 名を任命し、同月 4 日
第 1 回清掃審議会を開催 

 ○ 3 月 29 日 小新し尿消化
槽完成 

○ 【巻広域】４月 巻町外三ヶ
町村衛生センター（し尿処
理場）稼動 

○ 12 月 2 日 従来の許可業
者が委託業者に改められ
る（委託業者 36） 

昭和 42 年 ○ ７月 開港百年新潟大博
覧会を開催する。 

○ 亀田町の一部を編入(面積 
208.42k ㎡・人口 371,085
人 

○ 約 100 個のごみ容器を古町、
西堀、東掘に設置 

○ 6 月 28 日 第 2 回清掃審
議会を開催、市長から「し
尿行政改善の方策につい
て」諮問 

昭和 43 年   ○ 9 月 19 日 「し尿行政改善
の方策について」審議会か
ら答申 

○ くみ取り業者を 28 に統合 

昭和 44 年 ○ 4 月 1 日 清掃手数料にコ
ンピューターを導入 

○  ３月 31 日 西清掃センターご
み焼却炉完成 

○  ５月 紫竹埋立地開設 
 ６月 完了 

○  ７月 一日市埋立地開設 
 ８月 完了 

○  ７月 女池埋立地開設 
 ９月 完了 

○ 10 月 中権寺埋立地開設 

○ 3 月 10 日 株式会社新潟
市清掃公社を設立する。
（56.2.21 社名変更、現株
式会社新潟市環境事業公
社） 

○ 4 月 1 日 株式会社新潟市
清掃公社が業務を開始 

○ くみ取り業者 13 となる 
○ し尿処理手数料改正 

条例改正 3 月 7 日 
施 行 4 月 1 日 

○ くみ取り券制度を廃止し定
額制を採用 

昭和 45 年 ○ 【白根広域】４月 白根市
外四ヵ町村清掃組合を白
根衛生センター組合に名
称変更 

○ 【豊栄】5 月 豊栄郷清掃
施設処理組合が設立 

○ ２月 内野ごみ焼却場の廃止 
○ ３月 中権寺埋立地完了 
○ ４月 上新栄町埋立地開設 
○ ８月 青山海岸埋立地開設 
○ ９月 完了 
○ 11 月 清掃審議会の答申に基

づき、耐久消費財および不燃
物の収集を開始 

 

昭和 46 年 ○ 4 月 1 日 新潟地区広域清
掃事務組合を発足させる 

○ ごみ処理手数料改正 
条例改正 3 月 3 日 
施 行 4 月 1 日 
一世帯分を 2 分の 1 に減額 

○ 10 月 上新栄町埋立地完了 
○ 長潟地内にごみ埋立て用地と

して水田 27,969ｍ2 を購入し 11
月から埋立を開始 

○ 3 月 20 日 東清掃工場湿
式酸化処理方式し尿処理
施設（200ｋ ／日）完成 

○ 4 月 1 日 し尿の直営収集
をやめる 

昭和 47 年 ○ 3 月 29 日 「廃棄物の処理
及び清掃に関する条例」を
公布し 4 月 1 日から施行 

○ ポリ袋無償配布をやめる 
○ 6 月よりごみ処理手数料改正

（一般家庭分無料） 
○ 廃棄物処分手数料を徴収 

 
 
 

○ し尿処理手数料改正 
条例改正 46 年 12 月 8 
施 行 2 月 1 日 
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昭和 48 年  ○ 従来の年 2 回の「特別清掃月
間」を「町を美しくする清掃旬
間」とあらためる 

○ 3 月 31 日 津島屋にごみ埋立
用地 36,062ｍ2 を購入 

○ 【白根広域】4 月 管内全域ス
テーション方式によるごみ収集
の実施（3 分別・無料） 
（従来は、申込戸別有料収集） 

○ 6 月 長潟埋立地完了 
6 月  鵜 の 子 埋 立 地 （ 借 地
64,720ｍ2）開設 

○ 11 月 2 日 赤塚地区にごみ埋
め立て用地 103,794ｍ2 を購入

○ 12 月 津島屋埋立地開設 

○ 3 月 20 日 新潟地区広域
清掃事務組合による「舞平
し尿処理場」完成 

○ 3 月 31 日 水洗式公衆便
所（南横堀町設置）が完成 

昭和 50 年  ○ 2 月 鵜の子埋立地完了 
○ 7 月 清掃審議会の答申に基

づき、「分別収集」をモデル地
区より開始 

○ 4 月 1 日 第１赤塚埋立地開設
○ 7 月 昭和 42 年に設置した街

路用ごみ容器を撤去し、中心街
に新たに 30 個のごみ容器を設
置 

○ 11 月 30 日 新潟地区広域清
掃事務組合「亀田焼却場」（390
ｔ／日）完成 

○ 12 月 10 日 埋立地の効率的
利用のため赤塚埋立地に破砕
圧縮併用設備装置（30ｔ／5ｈ）、
簡易焼却炉（10ｔ／日）、汚水処
理施設を設置 

○ 12月30日 東清掃工場ごみ焼
却施設（100ｔ／日）を廃止 

 

昭和 51 年  ○ 3 月 31 日 津島屋埋立地完了
○ 3月31日 西清掃工場コンポス

トプラントを休止 
○ 8 月 分別収集を全市域実施 

 

昭和 52 年 ○ 6 月 30 日 きれいなまちづ
くり運動実行委員会（市民
運動）発足（事務局：清掃
業務課） 

○ 7 月 15 日 「廃棄物の処理
及び清掃に関する条例施
行規則」の一部改正が施行 

○ ごみ処理手数料改正 
条例改正 1 月 29 日 
施 行 4 月 1 日 

○ 5 月 2 日 濁川埋立地（33,083
ｍ2）を開設する。 

○ 12 月 18 日 新潟市資源回収
組合が設立される 

○ し尿処理手数料改正 
条例改正 1 月 29 日 
施 行 4 月 1 日 

昭和 53 年  ○ 8 月 14 日 昭和 50 年 12 月 30
日廃止した東清掃工場ごみ焼
却施設（100ｔ／日）の炉体を解
体撤去 

○ 9 月 18 日 新潟市廃棄物事業
共同組合が設立される 
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昭和 55 年  ○ 1 月 31 日 濁川埋立地完了 
○ 2 月 4 日 茗荷谷埋立地（借地

26,247ｍ2）を開設 
○ ごみ処理手数料改正 

条例改正 54 年 12 月 26 
施 行 4 月 1 日 

○ 3 月 31 日 東清掃工場浄
化槽汚泥処理施設完成 

○ 3 月 31 日 船見し尿処理
場を廃止 

○ し尿処理手数料改正 
条例改正 54 年 12 月 26 日
施 行 4 月 1 日 

○ 8 月 30 日 3 月 31 日廃止
した船見町し尿処理場の施
設を解体撤去 

昭和 56 年  ○ 【白根広域】 
○ ４月 粗大ごみ収集開始 
○ 【豊栄】 
○ ４月豊栄環境センターが稼動

開始 
○ 9 月 30 日 茗荷谷埋立地完了

○ 9 月 29 日 「新潟市廃棄物
の処理及び清掃に関する
条例施行規則」改正（昭和
56 年 10 月 1 日施行） 

昭和 57 年  ○ 4月 小学校4年生向け社会科
副読本「ごみってなあに？」を作
成し、配布 

○ 7 月 1 日 濁川埋立地（57,100
ｍ2）を開設 

○ 10 月 28 日 赤塚地区にごみ埋
立用地 112,281 ㎡を購入 

 

昭和 58 年  ○ 3 月 14 日 モデル地区を設定
し「空ビン回収」を開始 

○ 【豊栄】４月 空きびんのステー
ション収集を開始 

○ 【巻広域】８月 巻町外三ヶ町
村福井一般廃棄物 終処分場
埋立開始 

 

昭和 59 年  ○ 3 月 6 日 新田清掃センターご
み焼却場用地（5,589 ㎡）取得 

○ 3 月 21 日 新田清掃センター
ごみ焼却場用地（61,132 ㎡）取
得 

○ ごみ処理手数料改正 
条例改正 3 月 30 日 
施 行 4 月 1 日 

○ 【豊栄】４月 水銀含有物の拠
点回収及びステーション回収開
始 

○ し尿処理手数料改正 
条例改正 3 月 30 日 
施 行 4 月 1 日 

○ 6 月 27 日 新潟大学前駅
前公衆便所設置（2 基） 

昭和 60 年  ○ 3 月 31 日 第１赤塚埋立地の
埋立完了 

○ 4 月 1 日 使用済み乾電池等
の収集を全市一斉に実施（粗
大ごみ収集時に同時収集） 

○ 4 月 1 日 第２赤塚埋立地
（618,000ｍ3）を開設 

 

昭和 61 年  ○ 10 月 30 日 新田清掃センター
竣工式（11 月 1 日本稼動） 

○ 12 月 31 日 12 年ぶりに、全市
一斉普通ごみ収集を実施 

○ 【新津】４月 ガラス瓶の資源回
収開始 
 

○ 【白根広域】3 月 白根し尿
処理場完成 
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昭和 62 年  ○ 3 月 26 日 太夫浜埋立処分地
竣工 

○ 8 月 5 日 濁川埋立処分地埋
立完了 

○ 8 月 6 日 太夫浜埋立処分地
開設（第 1 期分 156,400ｍ3） 

○ 3 月 1 日 東清掃センター
し尿湿式酸化処理施設（一
次処理）廃止 

○ １１月26日 白山浦公衆便
所新築 

昭和 63 年  ○ 1 月 30 日 西清掃センターご
み焼却場解体 

○ ごみ処理手数料改正 
条例改正 62 年 12 月 26 日 
施 行 4 月 1 日 

○ 3 月 25 日 魁町公衆便所
新築 

○ し尿処理手数料改正 
条例改正 62 年 12 月 26 日
施 行 4 月 1 日 

平成元年  ○ 4 月 1 日 ごみ収集効率の向上
を図るための一部見直し（収集
経路・曜日の変更等） 

○ 4 月 1 日 ごみ委託業者 4 週 5
休制実施 

○ 10 月 1 日 10 地区の民間・市
営の中高層住宅に「あきびんポ
スト」（45 基）を設置し、回収を開
始 

○ 4 月 1 日 し尿処理施設第
2 土曜日閉鎖 

平成 2 年  ○ 10 月 24 日 牛乳パックアルミ
缶等回収箱を 4 地区事務所及
び清掃課に設置 

○ 10 月 13 日 白山浦公衆便
所廃止 

平成 3 年  ○ 【新津】4 月 古紙の資源回収
開始 

○ 【豊栄】4 月 牛乳パックの拠点
回収開始。生ごみ処理器購入
費補助金公布事業を開始 

○ 6 月 11 日 空かん回収機（くう
かん鳥）2 台を東地区事務所と
坂井輪連絡所に設置 

○ 11 月 1 日 産業廃棄物施設の
設置及び維持管理に関する要
綱を公布（施設設置に係る事前
協議制を導入） 

○ 9 月 13 日 本町通 5 番町
公衆便所全面改築 

○ 11 月 29 日 東堀前通五番
町公衆便所全面改築 

平成 4 年 ○ 11 月 21 日 「廃棄物の処
理及び清掃に関する条例
施行規則」の一部改正が施
行となる 

○ ごみ処理手数料改正 
条例改正 3 月 27 日 
施 行 10 月 1 日 

○ コンポスト減額販売実施 
○ 【亀田】3 月 一般廃棄物処分

場完成 
○ 【白根広域】４月 古紙類（4 種

類）の収集開始（一部区域) 
○ 【豊栄】４月 江楓園の埋立開

始 
○ 【亀田】４月 一般廃棄物処分

場完成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 3月31日 東清掃センター
し尿消化処理施設廃止 

○ し尿処理手数料改正 
条例改正 3 月 27 日 
施 行 4 月 1 日 
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平成 5 年  ○ 【巻】４月 コンポスト購入補助
金制度開始 

○ 【白根広域】４月 古紙類収集
区域の拡大（白根市全域) 

○ 6 月 1 日 集団資源回収奨励
金制度開始 

○ 6 月 30 日 太夫浜埋立処分地
（第 1 期分）埋立完了 

○ 7 月 1 日 太夫浜埋立処分地
（第 2 期分 159,500ｍ3）開設 

○ 10 月 1 日 「5 分別収集」をモ
デル地区（関屋地区の一部）で
開始 

○ 1 月 20 日 酒屋町公衆便
所廃止 

○ 8 月 3 日 附船町公衆便所
廃止 

○ 9月29日 東清掃センター
し尿消化処理施設撤去工
事竣工 

平成 6 年  ○ 3 月 1 日 ごみ減量化・資源化
協力店制度実施 

○ 【白根広域】４月 古紙類収集
区域の拡大（組合管内全域) 

○ 【豊栄】6 月 資源ごみ集団回
収奨励金公布事業を開始 

○ 8 月 29 日 「5 分別収集」のモ
デル地区を曽野木地区の一部
にも拡大する。 

○ 8 月 31 日 第三赤塚埋立処分
地造成工事竣工 

○ 【白根広域】10 月 白根グリー
ンタワー完成 

○ 1月14日 東清掃センター
湿式酸化処理施設設備撤
去 

○ 3月10日 東清掃センター
工業用水設備整備 

○ 12 月 22 日 古川町公衆便
所廃止 

平成 7 年 ○ ３月 新潟市一般廃棄物
処理基本計画策定 

○ 3 月 31 日 新潟市廃棄物事業
共同組合が解散 

○ 【横越】４月 集団資源回収活
動奨励金事業開始 

○ 8 月 7 日 集団資源回収用具
の貸付け及び譲与制度開始 

○ 【横越】１０月 環境指導員制度
を発足（40 ヶ所・40 人） 

○ 【新津】１２月 新津クリーンセン
ター供用開始 

 

平成 8 年 ○ ７月２日 「廃棄物の減量
及び適正処理等に関する
条例」公布 
（全部改正。10 月 1 日施
行、一部平成 9 年 4 月 1 日
施行。） 

○ 【巻】EM 容器購入補助金制度
開始 

○ 3 月 15 日 資源再生センター
竣工 

○ 【横越】４月 空き缶・空きびん
ステーション回収開始 

○ 【新津】４月 ごみの指定袋制
開始（試行）・空き缶の資源回
収開始 

○ 4 月 1 日 西新潟地区で 6 分別
収集開始 

○ 4 月 1 日 資源再生センター
（エコープラザ）稼動 

○ 4 月 20 日 赤塚埋立処分地で
粗大ごみ、不燃ごみ破砕（移動
式破砕機）選別処理業務開始 

○ 【新津】6 月 指定袋制本格実
施 

○ 7 月 8 日 赤塚埋立処分地で
蛍光管破砕処理施設稼動 
 

○ 【横越】合併処理浄化槽設
置整備事業補助金公布開
始 

○ 4 月 1 日 し尿処理施設第
2・4 土曜日閉鎖 

○ 8 月 23 日 本町通 12 番町
公衆便所廃止 
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年代 一般関係 ごみ処理関係 し尿・浄化槽汚泥処理関係 

平成 9 年 ○ ３月２９日 「廃棄物の減量
及び適正処理等に関する
条例」の一部改正（平成 9
年 7 月 1 日施行） 

○ 3 月 15 日 新潟地区広域清掃
事務組合「亀田焼却場」竣工 

○ 3 月 31 日 「あきびんポスト」、
「くうかん鳥」回収事業の終了 

○ 4 月 1 日 全市で 6 分別収集開
始 

○ 4 月 1 日 「新潟市集団資源回
収活動奨励金公布要綱」の一
部改正 

○ 【白根広域】４月 ペットボトル
収集開始（一部区域） 

○ 【豊栄】４月 ごみ排出指定事
業（超過量有料制）を開始 

○ 【横越】４月 新一般廃棄物
終処分場稼動（埋立面積 7,845
㎡、埋立容量 21,049  ） 

○ 6 月 1 日 ペットボトル拠点回収
事業を開始 

○ 9 月 1 日 第三赤塚埋立処分
地（473,900ｍ3）開設 

○ 3 月 31 日 新潟駅前公衆
便所新築 

平成 10 年  ○ 3 月 25 日 小平方 終処分地
第二期工事竣工 

○ 【白根広域】４月 ペットボトル
収集区域の拡大（白根市全域）

○ 【豊栄】４月 ペットボトルの拠
点回収開始 

 

平成 11 年 ○ 【白根広域】６月 白根衛
生センター組合が白根地
区消防事務組合と統合し、
白根地域広域事務組合と
名称変更 

○ 【白根広域】１月 ごみ有料指
定袋制の実施 

○ 3 月 8 日 小平方減容化処理
施設竣工 

○ 3 月 15 日 新田清掃センター
基幹的施設改良工事竣工 

○ 3 月 31 日 第 2 赤塚埋立処分
地埋立完了 

○ 4 月 1 日 黒埼地区（旧黒埼
町）において、8 分別収集開始 

○ 【亀田】４月 ペットボトル拠点
回収開始 

○ 【白根広域】４月 粗大ごみ有
料戸別収集制の実施、ペットボ
トル収集区域の拡大（組合管内
全域） 

○ 【巻】４月 集団資源回収活動
奨励金公布制度開始、電気式
生ごみ処理機購入助成金制度
開始、空ビン全町回収開始 

○ 【新津】７月 ポイ捨て等防止条
例施行。ペットボトルの資源回
収開始 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 12 月 31 日 西清掃センタ
ーし尿処理施設受入終了 
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年代 一般関係 ごみ処理関係 し尿・浄化槽汚泥処理関係 

平成 12 年 ○ ３月２７日 「廃棄物の減量
及び適正処理等に関する
条例」の一部改正（平成 12
年 4 月 1 日施行） 

○ 【巻】４月 ポイ捨て等防止
条例施行 

○ 3 月 15 日 不燃物破砕選別処
理施設（新田清掃センター破砕
施設）竣工 

○ 3 月 15 日 新田清掃センター
余熱利用施設（ふれあい健康
センター）竣工 

○ 3 月 31 日 赤塚埋立処分地の
粗大ごみ、不燃ごみ破砕（移動
式破砕機）選別処理業務終了 

○ 3 月 31 日 赤塚埋立処分地の
蛍光管破砕処理施設廃止 

○ ごみ処理手数料改正 
条例改正 11 年 12 月 20 日 
施 行 4 月 1 日 
（従量制を導入） 

○ 4 月 1 日 新田清掃センター破
砕施設稼動 

○ 【横越】 生ごみ処理機設置事
業補助金公布開始、ペットボト
ル拠点回収開始 

○ 【白根広域】４月 プラスチック
製容器包装、白色トレイの分別
収集開始 

○ 【潟東】４月 電気式生ごみ処
理機購入助成金制度開始 

○ 【豊栄】６月 トレイ・透明パック
の拠点回収開始 

○ 7月20日 ふれあい健康センタ
ー（アクアパークにいがた）オー
プン 

○ 8 月 1 日 資源再生センターで
古紙拠点回収を開始 

○ 3月31日 西清掃センター
し尿処理施設廃止 

○ し尿処理手数料改正 
条例改正 11 年 12 月 20 日
施 行 4 月 1 日 

○ 【潟東・岩室・巻】４月 し尿
収集手数料徴収事務、一
部事務組合より市町村へ，
し尿汲取り地区別計画収集
開始 

平成 13 年 ○ １月 黒埼町と合併 ○ 1 月 黒埼地区においては、合
併前の 8 分別収集を継続 

○ 3 月 15 日 新太夫浜埋立処分
地（太夫浜埋立処分地第 3 期）
竣工 

○ 3 月 31 日 家電リサイクル法の
施行に伴い、テレビ、エアコン、
冷蔵庫、洗濯機の収集（受入
れ）を終了 

○ 4 月 1 日 「新潟市集団資源回
収活動奨励金公布金要綱」等
の一部改正 
（奨励金単価増額、奨励金対象
品目の変更） 

○ 【巻】4 月 大型ごみ有料引取り
開始（申込み制） 

○ 【亀田】4 月 プラスチック製容
器包装収集開始 

○ 4 月 7 日 地区事務所等で古
紙拠点回収を開始 

○ 【新津】7 月 電池の資源回収
開始 

○ 8 月 31 日 太夫浜埋立処分地
（第 2 期分）埋立完了 
 

○ 【巻】6 月 し尿汲取り地区
別計画収集開始 
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年代 一般関係 ごみ処理関係 し尿・浄化槽汚泥処理関係 

平成 13 年  ○ 9 月 3 日 太夫浜埋立処分地
（第 3 期分：182,000ｍ3）開設 

○ 【新津】10 月 クリーンセンター
排ガス高度処理施設竣工 

○ 【亀田】12 月 ペットボトルステ
ーション回収開始 

 

平成 14 年  ○ 【亀田】2 月 一般廃棄物処理
場内に減容化施設を設置 

○ 【白根広域】3 月 白根第 3 埋
立処分地完成・排出処理場浸
出水高度処理施設完成 

○ 【巻広域】３月鎧潟クリーンセン
ター完成 

○ ごみ処理手数料改正 
条例改正 13 年 12 月 19 日 
施 行 4 月 1 日 

○ 【岩室・巻・西川・潟東】４月 普
通ごみの収集運搬有料化・資
源ごみの収集開始（飲料用缶・
びん・ペットボトル） 

○ 【岩室・西川・潟東】４月 大型
ごみ引取り開始（申込み制） 

○ 【潟東】4 月 地域環境美化事
業 

○ 公布金制度開始 
○ 【巻】4 月 地域環境整備補助

金制度新設 
○ 6 月 30 日 第一小平方埋立処

分地 埋立完了 
○ 7 月 1 日 古紙とスプレー缶類

の分別収集をモデル地区（紫
竹地区の一部と平島地区）で開
始する。 

○ 7 月 1 日 ピーエスシー（株）に
プラスチックの搬入を開始 

○ 【豊栄】12 月 プラスチック製容
器包装のステーション回収を試
験的に開始 

○ 3月29日 西清掃センター
し尿処理施設解体 

○ 4 月 1 日 東清掃センター
浄化槽汚泥処理施設の浄
化槽汚泥を工業用水で希
釈し、下水道へ投入 

○ 12 月 27 日 松浜公衆便所
建替 

平成 15 年  ○ 【白根広域】1 月 白根グリーン
タワーダイオキシン類削減対策
工事完了 

○ 【西川】1 月 町内環境美化整
備等補助金制度新設 

○ 3 月 31 日 茗荷谷埋立地の汚
水処理施設を解体 

○ 3 月 31 日 濁川埋立地の浸出
水処理施設を解体 

○ 【白根広域】４月 紙製容器包
装の分別収集開始 

○ 【豊栄】４月 プラスチック製容
器包装のステーション回収開始

○ 【横越】４月 プラスチック類を
加え、7 分別収集開始 

○ 【潟東】４月 集団資源回収活
動奨励金公布制度開始 

○ 【岩室】４月 紙拠点回収を開
始 

○ 12 月 22 日 新潟地区広域
清掃事務組合「舞平処理
場」竣工 
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平成 15 年  ○ ６月１日 古紙・スプレー缶類
分別収集モデル地区を拡大
（山の下地区、鳥屋野地区、坂
井輪地区の一部） 

○ ６月 家庭用電動生ごみ処理
機購入費補助制度開始 

○ 【新津】９月 固化灰等積替保
管施設完成 

○ 【白根広域】11 月 白根グリー
ンタワーストックヤード B 棟完成

 

平成 16 年 ○ ３月 新潟市一般廃棄物
処理基本計画策定 

○ ４月 新潟県産業廃棄物
税の導入 

○ 3 月 31 日 モデル地区におけ
る古紙・スプレー缶類の分別収
集を終了 

○ 【新津】3 月 市之瀬 終処分
場の埋立終了 

○ ごみ処理手数料改正 
条例改正 15 年 12 月 21 日 
施 行 4 月 1 日 

○ 【豊栄】４月 電動生ごみ処理
機購入補助事業を開始 

○ 【新津】6 月 新津クリーンセン
ター24 時間運転開始 

○ 6 月 小学校において古紙拠
点回収を開始 

○ 【新津】１月 し尿及び浄化
槽汚泥を、流域下水道新
津浄化センターへ投入開
始。 

○ し尿収集を委託化 
○ 【新津】３月 新津環境セン

ターを廃止 

平成 17 年 ○  ３月 新津市、白根市、豊
栄市、小須戸町、横越町、
亀田町、岩室村、西川町、
味方村、潟東村、月潟村、
中之口村と合併 

○ 「廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例｣の一
部改正（平成 17 年 3 月 21
日施行） 

○  ３月 新潟地区広域清掃
事務組合、白根地域広域
事務組合が解散 

○  ３月 巻町外三ケ町村衛
生組合が、巻・新潟衛生組
合に名称変更 

○  １０月 巻町と合併 
○  １０月 巻・新潟衛生組合

が解散 
○ 「廃棄物の減量及び適正

処理等に関する条例｣の一
部改正（平成 17 年 10 月
10 日施行） 

○ 「産業廃棄物等の適正な
処 理 の 促 進 に 関 す る 条
例」公布（平成 18 年 4 月 1
日施行） 

○ ４月 有害危険ごみの収集開始
（スプレー缶等を別袋収集） 

○ ４月 資源有効利用促進法に
よるメーカー自主回収の開始に
伴い、パーソナルコンピュータ
ー、50cc 未満のバイクの排出を
禁止 

○ 10 月 新田清掃センター・亀田
清掃センターで、古紙搬入規制
を開始 

 

平成 18 年  ○ ４月 新潟食品リサイクルセンタ
ー㈱に一部の学校給食残渣の
生ごみ搬入を開始 

○ 10 月 白根グリーンタワー24 時
間運転開始 
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平成 19 年 

 

○ ４月 政令市に移行 
○ ６月 新・新潟市一般廃棄

物処理基本計画策定 
○ 「廃棄物処理施設附属休

憩所条例」の一部改正（平
成 20 年 4 月 1 日施行） 

○ 「廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例｣の一
部改正（平成 20 年 6 月 1
日施行） 

○ ３月 第２小平方埋立処分地の埋
立終了 

○ 11 月 枝葉・草の分別収集をモ
デル地区で開始（西内野地区の
一部） 

 

平成 20 年 ○ 「新潟市ぽい捨て等及び
路上喫煙の防止に関する
条例」公布(平成 20 年 10
月 1 日施行、一部平成 21
年 1 月 19 日施行) 

○ 「廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例｣の一
部改正（平成 20 年 10 月
25 日施行） 

○ 2 月 クリーンにいがた推進員制
度開始 

○ 3 月 横越第 2 埋立処分地の埋
立終了 

○ 4 月 手数料収入市民還元事業
（ごみ集積所設置等補助、地域
清掃活動費補助）開始。（ごみ出
し支援事業、地域活動費補助は
5 月、廃天ぷら油拠点収集地域
活動支援、古紙行政収集地域活
動支援は 6 月から） 

○ 6 月 新ごみ減量制度開始 
 10 種 13 分別(巻・岩室・西川・

潟東地区は 8 種 11 分別)収集
の開始 

 有料指定袋（処理券）制の開始
 処理手数料を家庭系・事業系

に分けて、全市統一 
 焼却場における古紙搬入規制

を全市に拡大 
○ 6 月 乾電池の拠点回収を開始

（一部地区） 
○ 6 月 古紙拠点回収を全市に拡

大 
○ 8 月 ペットボトル及び乾電池の

拠点回収を全市に拡大 
○ 10 月 超極小(5 )有料指定袋取

扱開始 

 

平成 21 年  ○ 6 月 西蒲区の一部地域でプラ
容包のモデル収集を開始 

 

平成 22 年  ○ 4 月 西清掃事務所・資源再生セ
ンター・白根環境事務所で古布・
古着の拠点モデル回収開始 

○ 4 月 化粧品びんを資源（「飲食
用・化粧品びん」）として回収開始

○ 4 月 巻広域でプラスチック製
容器包装の拠点回収を開始 

 

平成 23 年 「廃棄物の減量及び適正処
理等に関する条例」の一部改
正（ごみ集積場からのごみの
持ち去り禁止）（平成 23 年 6
月 28 日施行） 

○4 月 巻広域の一部でプラスチッ
ク製容器包装のステーション回収
を開始 

○4 月 小学校古紙拠点１０校廃止 
○5 月 白根第３埋立処分地の埋立
完了 
○6 月 古布・古着の回収拠点を拡
大 
○6 月 乾燥生ごみ回収開始 
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平成 24 年  ○３月 第三赤塚埋立処分地の埋
立完了 

○３月 白根グリーンタワーの焼却
施設を廃止 

○４月 新田清掃センター新焼却施
設を稼働 

○４月 第 4 赤塚埋立処分地を開設
○４月 巻広域でプラスチック製容

器包装の分別収集制度化 
○４月 新田清掃センター、亀田清

掃センター、白根グリーンタワー、
新津クリーンセンターで自己搬入
ごみの受入区域拡大 

○４月 亀田清掃センターで燃やさ
ないごみの自己搬入開始 

○６月 使用済み小型家電の拠点
回収を開始 

○６月 乾燥生ごみ回収拠点の拡
大・変更 

○７月 マイボトルキャンペーンの実
施(１０月まで)（H２４～） 

○３月 白根し尿処理場の
受入中止 

○４月 巻し尿処理場を大
規模改造し、「巻処理セ
ンター」へ名称変更を行
い稼働開始 

○８月 白根し尿処理場廃
止 

平成 25 年  ○４月 分別呼称の変更（プラスチッ
ク製容器包装をプラマーク容器包
装、有害・危険物を特定５品目に
変更） 

○６月 使用済小型家電の回収拠
点を拡大 

○６月 ３Ｒ優良事業者認定制度を
開始 

○６月 マイボトルキャンペーンの実
施（１１月末まで） 

 

 

 

 

 

１０ 新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

 

新潟市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年新潟市条例第6号)の全部を改正する。 

目次 

第1章 総則(第1条―第6条) 

第2章 廃棄物の減量 

第1節 市の廃棄物の減量(第7条) 

第2節 市民の廃棄物の減量(第8条・第9条) 

第3節 事業者の廃棄物の減量(第10条―第12条) 

第3章 廃棄物の適正処理(第13条―第24条) 

第4章 事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理(第25条―第31条) 

第5章 生活環境の清潔保持(第32条―第35条) 
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第6章 手数料等(第36条―第38条) 

第7章 市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続(第

39条―第44条) 

第8章 市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格(第45条) 

第9章 雑則(第46条―第49条) 

第10章 罰則(第50条・第51条) 

附則 

 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は，市，市民及び事業者が一体となって，廃棄物の排出を抑制し，再利用を

促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに，廃棄物を適正に処理し，併せて

生活環境を清潔にすることにより，資源循環型社会の形成及び生活環境の保全並びに公衆

衛生の向上を図り，もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 資源循環型社会 廃棄物を資源として有効利用する社会をいう。 

(2) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」とい

う。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。 

(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。 

(4) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。 

(5) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。 

(6) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。 

(7) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。 

(8) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

(9) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること，又は資源

として利用することをいう。 

(10) 資源物 市が行う廃棄物の収集において，再利用を目的として分別して収集する物

をいう。 

(11) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項

に規定する再生資源をいう。 

 (市の責務) 

第3条 市は，この条例の目的を達成するため，廃棄物の減量及び適正処理に関する基本的か

つ総合的な施策を策定し，及びこれを実施するものとする。 
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2 市は，市民及び事業者に対して，廃棄物の減量及び適正処理に関する意識の啓発及び情報

の提供に努めなければならない。 

3 市は，廃棄物の減量を目的とする市民及び事業者の自主的な活動の促進を図らなければな

らない。 

(市民の責務) 

第4条 市民は，廃棄物の排出を抑制し，再生品の使用等により再利用を図り，その生じた廃

棄物をなるべく自ら処分すること等により，廃棄物の減量に努めなければならない。 

2 市民は，廃棄物を分別して排出すること等により，廃棄物の減量及び適正処理に関し，市

の施策に協力しなければならない。 

(事業者の責務) 

第5条 事業者は，事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

2 事業者は，廃棄物の排出を抑制し，再利用を図ること等により，廃棄物の減量に積極的に

努めなければならない。 

3 事業者は，廃棄物の減量及び適正処理に関し，市の施策に協力しなければならない。 

(一般廃棄物処理計画) 

第6条 市長は，法第6条に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計

画」という。)を定めた場合は，これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更し

た場合も，同様とする。 

第2章 廃棄物の減量 

第1節 市の廃棄物の減量 

(市が行う廃棄物の減量) 

第7条 市は，資源物の収集，市の廃棄物処理施設での資源の回収等により，積極的に廃棄物

の減量に努めなければならない。 

2 市長その他市の機関は，物品の調達に当たっては再生品を使用すること，資源物回収を積

極的に行うこと等により，自ら廃棄物の減量に努めなければならない。 

第2節 市民の廃棄物の減量 

(市民の自主的な活動) 

第8条 市民は，再利用が可能な物の分別を行うとともに，集団資源回収等の再利用を促進す

るための市民の自主的な活動に参加し，協力すること等により，廃棄物の減量に努めなけ

ればならない。 

(商品の選択) 

第9条 市民は，商品の購入に際して，再利用が容易な商品，再生品，簡易な包装の商品等廃

棄物の減量及び環境の保全を考慮した商品を選択するよう努めなければならない。 

第3節 事業者の廃棄物の減量 

(事業系廃棄物の減量) 
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第10条 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，長期間使用が可能な製品の開発，製

品の修理，製品の回収体制の確保等により，廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

2 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，再生資源及び再生品の利用に努めなければ

ならない。 

(再利用の自己評価等) 

第11条 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，その製品，容器等の再利用の容易性

についてあらかじめ自ら評価し，再利用の容易な製品，容器等の開発，再利用の方法につ

いての情報の提供等により，その製品，容器等の再利用の促進に努めなければならない。 

(適正包装等) 

第12条 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，過剰な包装を自粛し，簡易な包装を

推進すること等により，廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。 

2 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，再利用が可能な包装，容器等の普及に努め，

使用後の包装，容器等の回収策を講ずる等により，再利用の促進を図らなければならない。 

3 事業者は，市民が商品の購入等に際して，当該商品について適正な包装，容器等を選択で

きるよう努めるとともに，市民が包装，容器等を不要とし，又はその返却をする場合には，

その回収等に努めなければならない。 

第3章 廃棄物の適正処理 

(家庭系廃棄物の処理) 

第13条 市は，一般廃棄物処理計画に従い，生活環境の保全上支障が生じないうちに，家庭

系廃棄物の収集，運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならな

い。 

(事業系廃棄物の処理) 

第14条 事業者は，その事業系廃棄物を生活環境保全上支障が生じないうちに自ら運搬し，

若しくは処分し，又は廃棄物の収集，運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に

収集させ，運搬させ，若しくは処分させなければならない。 

 (市が処理する産業廃棄物) 

第15条 市は，一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲において，

一般廃棄物と併せて処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を行うことがで

きる。 

2 前項の規定により市が処理することができる産業廃棄物は，規則で定める。 

(多量排出事業者に対する指示) 

第16条 市長は，規則で定める量以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し，当該一

般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬方法その他必要な事項を指示することができる。 

(家庭系廃棄物の排出方法等) 
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第17条 市民は，自ら処理しない家庭系廃棄物については市の一般廃棄物処理計画に従い，

適正に分別し，保管し，及び排出しなければならない。 

2 市民は，家庭系廃棄物を排出する場合は，規則で定める排出方法を遵守し，市民が設置す

る家庭系廃棄物の集積場(以下「ごみ集積場」という。)等へ持ち出さなければならない。 

3 ごみ集積場は，あらかじめ市長に届け出て，市民が共同で設置するものとし，市民は，清

掃を行う等により，そのごみ集積場の清潔の保持に努めなければならない。 

 (家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止等) 

第18条 市及び規則で定める者以外の者は，ごみ集積場に排出された家庭系廃棄物を収集し，

又は運搬してはならない。 

2 市長は，前項の規定に違反する行為をした者に対し，家庭系廃棄物を収集し，又は運搬し

ないよう命ずることができる。 

 (一般廃棄物処理の届出) 

第19条 市民及び事業者は，市が実施する一般廃棄物(し尿に限る。)の収集，運搬及び処分

を必要とし，又は必要としなくなった場合は，規則で定めるところにより市長に届け出な

ければならない。 

 (動物の死体) 

第20条 市民は，その飼育する動物の死体を自ら処理しない場合は，速やかに市長に届け出

なければならない。 

2 市民は，遺棄された動物の死体を発見した場合は，速やかに市長に通報しなければならな

い。 

(適正処理の自己評価) 

第21条 事業者は，物の製造，加工，販売等に際して，その製品，容器等が廃棄物となった

場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し，適正な処理が困難とならない

ような製品，容器等の開発を行うこと，その製品，容器等に係る廃棄物の適正な処理の方

法についての情報を提供すること等により，その処理が困難になることのないようにしな

ければならない。 

2 事業者は，適正な処理が困難な廃棄物となるおそれのある製品，容器等については，自ら

回収する等適切な措置を講じなければならない。 

(適正処理困難物の指定等) 

第22条 市長は，市がその処理を行っている一般廃棄物のうちから，市の一般廃棄物の処理

に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物

として指定することができる。 

2 市長は，前項の規定による指定を行った場合はこれを告示するものとする。 

3 市長は，適正処理困難物になる前の製品，容器等の製造，加工，販売等を行う事業者に対

し，その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。 
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(排出禁止物) 

第23条 市民及び事業者は，市が行う一般廃棄物の収集に際して，次の各号に掲げる物を排

出してはならない。 

(1) 有害性のある物 

(2) 危険性のある物 

(3) 引火性のある物 

(4) 著しく悪臭を発する物 

(5) 容積又は重量の著しく大きい物 

(6) 特別管理一般廃棄物 

(7) 再生利用を促進することが必要と認められる物として，規則で定める物 

(8) 前各号に掲げるもののほか，市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし，又は市の

処理施設に支障を生じる物 

2 市民及び事業者は，前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする場合は，市長の指示に

従わなければならない。 

 (処理施設の受入基準等) 

第24条 市民及び事業者(市民及び事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は，市長の指

定する処理施設に廃棄物を搬入する場合には，規則で定める受入基準に従わなければなら

ない。 

2 市長は，前項の受入基準に従わない市民及び事業者に対して，その廃棄物の受入れを拒否

することができる。 

第4章 事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理 

(事業用建築物の所有者等の義務) 

第25条 事業用建築物の所有者は，当該建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量及び適正

処理を行わなければならない。 

2 事業用建築物の占有者は，当該建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に

関し，当該建築物の所有者の指示に従わなければならない。 

(減量計画書) 

第26条 事業用建築物のうち規則で定める大規模なもの(以下「事業用大規模建築物」とい

う。)の所有者は，規則で定めるところにより，当該事業用大規模建築物から生ずる事業系

一般廃棄物の減量及び適正処理に関する計画書を作成し，市長に提出しなければならない。 

(廃棄物管理責任者) 

第27条 事業用大規模建築物の所有者は，当該建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量及

び適正処理に関する業務を担当させるため，規則で定めるところにより，廃棄物管理責任

者を選任し，市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更した場合も，同様
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とする。 

(廃棄物の保管場所の設置) 

第28条 事業用大規模建築物の所有者は，当該建築物又はその敷地内に，規則で定める基準

に従い，事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。ただし，保管場所の設

置が困難な場合で，他の手段により事業系一般廃棄物の処理が適正に行われると市長が認

めるときは，この限りでない。 

2 事業用大規模建築物の所有者は，当該建築物又はその敷地内に，規則で定める基準に従い，

再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)の保管場所を設置するよう努めな

ければならない。 

3 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)

は，当該建築物又はその敷地内に，規則で定める基準に従い，事業系一般廃棄物の保管場

所及び再利用対象物の保管場所を設置しなければならない。この場合において，事業用大

規模建築物の建設者は，当該保管場所について，規則で定めるところにより，あらかじめ

市長に届け出なければならない。 

4 事業用大規模建築物以外の事業用建築物を所有する者又は建設しようとする者は，当該建

築物又はその敷地内に，規則で定める基準に従い，事業系一般廃棄物の保管場所及び再利

用対象物の保管場所を設置するよう努めなければならない。 

(改善勧告) 

第29条 市長は，事業用大規模建築物の所有者が第26条，第27条若しくは前条第1項の規定に

違反していると認める場合又は事業用大規模建築物の建設者が前条第3項の規定に違反し

ていると認める場合は，当該事業用大規模建築物の所有者又は建設者に対し，期限を定め

て，改善するよう勧告するものとする。 

(公表) 

第30条 市長は，前条の規定により勧告をした場合において，当該事業用大規模建築物の所

有者又は建設者がその勧告に従わなかった場合は，その旨を公表することができる。 

2 市長は，前項による公表をしようとする場合は，あらかじめ，当該事業者にその理由を通

知し，意見の聴取を行わなければならない。 

 (受入拒否) 

第31条 市長は，事業用大規模建築物の所有者又は建設者が，前条の規定による公表をされ

た後においても，なお第29条の規定による勧告に従わなかった場合は，当該事業用建築物

から排出される事業系一般廃棄物の市長の指定する処理施設への受入れを拒否することが

できる。 

第5章 生活環境の清潔保持 

(地域の清潔の保持) 

第32条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は，管理者とする。以下同じ。)は，占有
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し，又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともに，その地先の道路，側

溝等についても清潔の保持に努めなければならない。 

2 建物の占有者は，当該建物に係るくみ取り式便所について，雨，雪及び地下水の侵入，悪

臭の発散及び衛生害虫の出入りを防止するとともに，消毒剤を散布し，殺虫剤を散布する

等，その衛生的管理に努め，かつ，冬期間においては，その周囲及び通路の除雪をして，

収集作業に支障のないようにしなければならない。 

(公共の場所の清潔保持) 

第33条 何人も，公園，広場，海水浴場，道路，河川，湖沼，港湾その他の公共の場所(以下

「公共の場所」という。)を汚さないようにしなければならない。 

2 公共の場所において，宣伝物，印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配

布し，又は配布させた者は，その場所に宣伝物等が散乱した場合は，速やかに当該宣伝物

等を回収し，及び適正に処理しなければならない。 

3 土木，建築等の工事を行う者は，工事に伴って生じた土砂，がれき，廃材等を適正に管理

し，公共の場所に当該物が飛散し，又は流出することによって生活環境の保全上支障が生

ずることのないようにしなければならない。 

(土地又は建物の管理) 

第34条 土地又は建物の占有者は，占有し，又は管理する土地又は建物に，みだりに廃棄物

が捨てられないように周囲に囲いを設ける等，適正な管理に努めなければならない。 

2 土地の占有者は，占有し，又は管理する土地に廃棄物が捨てられた場合は，その廃棄物を

自らの責任で処理するよう努めなければならない。 

(生活環境保持の改善勧告) 

第35条 市長は，前2条のいずれかの規定に違反することにより，生活環境を著しく害してい

ると認める者に対し，期限を定めて改善するよう勧告するものとする。 

第6章 手数料等 

(一般廃棄物処理手数料) 

第36条 一般廃棄物の収集，運搬及び処分に関し，一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」と

いう。)を徴収する。 

2 前項の規定による手数料の額は，別表第1に掲げるとおりとする。 

3 市長は，天災その他特別の理由があると認める場合は，手数料の全部又は一部を免除する

ことができる。 

4 前3項に定めるもののほか，手数料の徴収に関し，必要な事項は，規則で定める。 

 (産業廃棄物の処分費用) 

第37条 法第13条第2項の規定により，市が行う産業廃棄物の処分に関し，産業廃棄物処分費

用(以下「処分費用」という。)を徴収する。 

2 前項の規定による処分費用の額は，別表第2に掲げるとおりとする。 
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3 前条第3項及び第4項の規定は，処分費用の場合に準用する。 

(許可申請手数料等) 

第38条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による許可を受けようとする者，法第7条第2項若

しくは第7項の規定による許可の更新を受けようとする者又は法第7条の2第1項の規定によ

る事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は，申請の際，別表第3に定めるところによ

り許可申請手数料等を納入しなければならない。 

 

 

 

第7章 市が設置する一般廃棄物処理施設に係る 

生活環境影響調査結果の縦覧等の手続 

 (対象となる施設の種類) 

第39条 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によ

る同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以

下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般

廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は，廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び

同条第2項に規定する一般廃棄物の 終処分場とする。 

 (縦覧の告示) 

第40条 市長は，法第9条の3第2項の規定により調査書の縦覧を行うときは，その旨その他規

則で定める事項を告示するものとする。 

 (縦覧の場所及び期間) 

第41条 調査書の縦覧の場所は，市長が前条の規定による告示において指定するものとし，

縦覧の期間は，当該告示の日から1月間とする。 

 (意見書の提出) 

第42条 第40条の告示があったときは，当該告示に係る対象施設の設置又は変更(法第9条の3

第8項の規定による届出を要する場合に限る。)に関し利害関係を有する者は，前条の縦覧

期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに，市長に生活環境の保全上の見

地からの意見書を提出することができる。 

 (環境影響評価との関係) 

第43条 対象施設の設置又は変更に関し，環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は新潟市環

境影響評価条例(平成21年新潟市条例第5号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相

当する内容を有するものに限る。)に係る告示，縦覧等の手続を経たものは，前3条に定め

る手続を経たものとみなす。 

 (他の市町村との協議) 
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第44条 市長は，対象施設の設置に関する区域が，次の各号の一に該当するときは，当該区

域を管轄する市町村の長に，当該区域における縦覧等の手続の実施について，協議するも

のとする。 

(1) 対象施設を他の市町村の区域に設置するとき。 

(2) 対象施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。 

(3) 対象施設の設置又は変更により，生活環境に影響を及ぼす周辺地域に，本市の区域に

属しない地域が含まれているとき。 

 

 

第8章 市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格 

第45条 法第21条第3項の条例で定める資格は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門，上下水道部

門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。) 

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって，1年以

上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同

じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学，薬学，工学又は農学の課

程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては，土木工学。同号において同じ。)

又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後，2年以上廃棄物の処理に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学，薬学，工学，農学又はこ

れらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒

業した後，3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令

第61号)に基づく専門学校の理学，薬学，工学，農学又はこれらに相当する課程において

衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては，土木工学。次号において同じ。)

又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後，4年以上廃棄物の処理に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門

学校の理学，薬学，工学，農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工

学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後，5年以上廃棄物の処理に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令
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第36号)に基づく中等学校において土木科，化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒

業した後，6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等

学校において理学，工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて

卒業した後，7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者 

第9章 雑則 

 (報告の徴収等) 

第46条 市長は，法第18条に規定するもののほか，この条例の施行に必要な限度において，

土地又は建物の占有者その他関係者に対し，廃棄物の減量及び適正処理に関し，必要な報

告を求め，又は指示することができる。 

 (立入検査) 

第47条 市長は，法第19条第1項に規定するもののほか，この条例の施行に必要な限度におい

て，職員に，必要と認める場所に立ち入り，廃棄物の減量及び適正処理に関し，帳簿，書

類その他の必要な物件を検査させることができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人の請求

があった場合は，これを提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

 (新潟市行政手続条例の適用除外) 

第48条 第18条第2項の規定による命令については，新潟市行政手続条例(平成9年新潟市条例

第2号)第3章の規定は，適用しない。 

 (委任) 

第49条 この条例の施行に関し，必要な事項は，規則で定める。 

第10章 罰則 

第50条 第18条第2項の規定による命令に違反した者は，20万円以下の罰金に処する。 

第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又

は人の業務に関し，前条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又は人

に対しても，同条の罰金刑を科する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は，平成8年10月1日から施行する。ただし，第17条第2項及び第3項，第18条(第

17条第2項の規定を準用する部分に限る。)並びに第4章の規定は，平成9年4月1日から施行

する。 



新潟市清掃事業概要 

 - 114 -

 

(経過措置) 

2 この条例による改正前の新潟市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされ

た処分は，この条例の相当規定によりなされた処分とみなす。 

3 この条例の規定は，この条例の施行日以後に受理した申請及び届出について適用し，同日

前に受理した申請及び届出については，なお従前の例による。 

(合併に伴う特例) 

4 次の各号に掲げる区域における一般廃棄物の排出方法及びその処理手数料，市が処理する

産業廃棄物及びその処分費用，並びに第19条(事業系一般廃棄物に限る。)及び第20条第1項

の届出については，平成20年5月31日までの間(し尿処理手数料については，平成17年3月31

日までの間)，第15条，第17条第2項，第18条，第19条，第20条第1項，第36条第2項及び第

37条第2項の規定にかかわらず，それぞれ当該各号に掲げる条例の例による。 

(1) 編入前の新津市の区域 新津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成7

年新津市条例第31号) 

(2) 編入前の白根市，小須戸町，味方村，月潟村及び中之口村の区域 白根地域広域事務

組合廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成11年白根地域広域事務組合条例

第12号)。ただし，同条例第26条第1項第5号の規定を除く。 

(3) 編入前の豊栄市の区域 豊栄市廃棄物の処理及び再利用の促進等に関する条例(平成

8年豊栄市条例第21号) 

(4) 編入前の横越町の区域 横越町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年横越町

条例第2号) 

(5) 編入前の亀田町の区域 亀田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年亀田町

条例第13号) 

(6) 編入前の岩室村の区域 岩室村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年岩室村

条例第8号)及び巻・新潟衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年巻・新潟

衛生組合条例第2号。以下「衛生組合条例」という。) 

(7) 編入前の西川町の区域 西川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年西川町

条例第1号)及び衛生組合条例 

(8) 編入前の潟東村の区域 潟東村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年潟東村

条例第12号)及び衛生組合条例 

5 前項各号に掲げる区域における平成17年度から平成20年度までのし尿の処理に係る手数

料(別表第1に規定する従量制により算定するものに限る。)の額については，次の表の左欄

に掲げる区域及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定める額

とする。 
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6 新津市，白根市，豊栄市，小須戸町，横越町，亀田町，岩室村，西川町，味方村，潟東村，

月潟村及び中之口村の編入の日前に附則第4項各号に掲げる条例の規定によりなされた処

分，手続その他の行為は，それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

 (巻町の編入に伴う特例) 

7 編入前の巻町の区域(以下「旧巻町区域」という。)における一般廃棄物の排出方法及びそ

の処理手数料，市が処理する産業廃棄物及びその処分費用並びに第19条(事業系一般廃棄物

に関する部分に限る。)及び第20条第1項の規定による届出については，平成20年5月31日ま

での間(し尿の処理に係る手数料については，平成17年10月31日までの間)，第15条，第17

条第2項，第18条，第19条，第20条第1項，第36条第2項及び第37条第2項の規定にかかわら

ず，巻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年巻町条例第7号)，巻町手数料徴収条

例(平成12年巻町条例第11号)及び衛生組合条例の例による。 

区  域 年  度 手数料の額（18リットルにつき）

編入前の新津市の区域 

平成 17 年度 127 円 

平成 18 年度 134 円 

平成 19 年度 141 円 

平成 20 年度 148 円 

編入前の白根市，小須戸町，味方村，

月潟村及び中之口村の区域 

平成 17 年度 112 円 

平成 18 年度 123 円 

平成 19 年度 133 円 

平成 20 年度 144 円 

編入前の豊栄市の区域 

平成 17 年度 152 円 

平成 18 年度 153 円 

平成 19 年度 153 円 

平成 20 年度 154 円 

編入前の横越町及び亀田町の区域 

平成 17 年度 131 円 

平成 18 年度 137 円 

平成 19 年度 143 円 

平成 20 年度 149 円 

編入前の岩室村の区域 

平成 17 年度 136 円 

平成 18 年度 141 円 

平成 19 年度 145 円 

平成 20 年度 150 円 

編入前の西川町及び潟東村の区域 

平成 17 年度 132 円 

平成 18 年度 138 円 

平成 19 年度 143 円 

平成 20 年度 149 円 

備考 

１ 18 リットル未満の端数量を生じた場合において，その端数量が 9 リットル以下のとき

はこれを 9 リットルに，9 リットルを超えるときはこれを 18 リットルに切り上げる。

２ 前号の場合における 9 リットルの手数料の額は，18 リットルの手数料の額に 2分の 1

を乗じて得た額（１円未満の端数が生じるときは，その端数を切り上げた額）とする。
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8 旧巻町区域における平成17年度(平成17年11月1日以後の期間に限る。)から平成20年度ま

での間のし尿の処理に係る手数料(別表第1に規定する従量制により算定するものに限る。)

の額については，次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定める

額とする。 

年 度 手数料の額（18リットルにつき） 

平成 17 年度 126 円 

平成 18 年度 133 円 

平成 19 年度 141 円 

平成 20 年度 148 円 

備考 

１ 18 リットル未満の端数量を生じた場合において，その端数量

が９リットル以下のときはこれを９リットルに，９リットルを

超えるときはこれを 18リットルに切り上げる。 

２ 前号の場合における９リットルの手数料の額は，18リットル

の手数料の額に２分の１を乗じて得た額（１円未満の端数が生

じるときは，その端数を切り上げた額）とする。 

9 巻町の編入日の前に附則第7項に掲げる条例の規定によりなされた処分，手続その他の行

為は，それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は，平成9年7月1日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は，平成12年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の新潟市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は，平成12年4月分として

徴収する一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用から適用し，同年3月分までの一般

廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用については，なお従前の例による。 

附 則 

この条例は，平成12年4月1日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は，平成14年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は，平成14年4月分とし

て徴収する一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用から適用し，同年3月分までの一
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般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用については，なお従前の例による。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は，平成16年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は，平成16年4月分とし

て徴収する一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用から適用し，同年3月分までの一

般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用については，なお従前の例による。 

附 則 

この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第2条，第38条及び別表第3の改正規定 公布の日 

(2) 附則に3項を加える改正規定 平成17年3月21日 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成17年4月1日 

附 則 

この条例は，平成17年10月10日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は，平成20年6月1日から施行する。ただし，附則第4項及び第7項の改正規定並び

に次項の規定は，公布の日から施行する。 

(準備行為) 

2 改正後の別表第1の規定による手数料の徴収及びこれに関し必要なその他の行為は，この

条例の施行前においても，行うことができる。 

附 則 

この条例は，公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行

する。(平成20年10月25日施行) 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。ただし，目次の改正規定，第18条の改正規定(第2項

に係る部分に限る。)，第47条を第48条とし，第46条の次に1条を加える改正規定及び本則に1

章を加える改正規定は，平成23年11月1日から施行する。 

附 則 

この条例は，平成25年4月1日から施行する。 
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別表第1(第36条関係) 

一般廃棄物処理手数料 

種別 区分 手数料の額 

市が定期的

に収集する

家庭系廃棄

物 

1 燃やすごみ 市長の指定するごみ袋(以下「指定袋」とい

う。)大(容量が 45 リットル相当のものをい

う。以下同じ。)1 袋につき 45 円 

指定袋中(容量が 30 リットル相当のものを

いう。以下同じ。)1 袋につき 30 円 

指定袋小(容量が 20 リットル相当のものを

いう。以下同じ。)1 袋につき 20 円 

  指定袋極小(容量が 10 リットル相当のもの

をいう。以下同じ。)1袋につき 10 円 

  指定袋超極小(容量が 5 リットル相当のもの

をいう。以下同じ。)1袋につき 5 円 

2 燃やさないごみ 指定袋大 1 袋につき 45 円 

指定袋中 1 袋につき 30 円 

指定袋小 1 袋につき 20 円 

指定袋極小 1 袋につき 10 円 

指定袋超極小 1袋につき 5 円 

市が収集す

る粗大ごみ 

 500 円以内で品目ごとに規則で定める額 

し尿 1 一般世帯（定額制） 

   人頭割額 

   回数料 月１回を超える場合 

 

1 人につき 月額 370 円 

1 回につき 515 円 

2 前号の基準により難いもの又は

特別の事由のあるもの(従量制) 

18 リットルにつき 155 円 

動物の死体  1 個につき 2,200 円 

上記以外の

一般廃棄物 

 

 

 市長の指定する清掃工場又は処分

地へ自ら搬入する場合 

  家庭系廃棄物 

  事業系廃棄物 

 

 

10 キログラムまでごとに 60 円 

10 キログラムまでごとに 130 円 

 
備考 
 1 手数料の算定の基礎になる数量は，市長の認定するところによる。 
2 上表中「燃やすごみ」とは，法第６条第１項の規定により定めた新潟市一般廃棄物処理計画
（以下単に「新潟市一般廃棄物処理計画」という。）に規定する燃やすごみをいう。 

3 上表中「燃やさないごみ」とは，新潟市一般廃棄物処理計画に規定する燃やさないごみをい
う。 

4 上表中「粗大ごみ」とは，新潟市一般廃棄物処理計画に規定する粗大ごみをいう。 
5 附則第 4 項第 6 号から第 8 号までに掲げる区域及び旧巻町区域における上表の規定について
は，同表中「燃やすごみ」とあり，及び「燃やさないごみ」とあるのは，「普通ごみ」とする。

6 し尿については，18リットル未満の端数量を生じた場合において，その端数量が 9 リットル
以下のときは，9 リットルに，9リットルを超えるときは 18 リットルに切り上げる。 
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7 備考 6の場合における 9 リットルの手数料の額は，78円とする。 
 

別表第2(第37条関係) 

産業廃棄物処分費用 

区分 処分費用の額 

市長の指定する清掃工場又は処分地へ自ら搬入する場合 10キログラムまでごとに130円

備考 手数料の算定の基礎になる数量は，市長の認定するところによる。 

 

別表第3(第38条関係) 

許可申請手数料等 

区     分 手数料の額 

1 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬許可申請手数料 1件につき 3,000円 

2 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬許可更新申請手数料 1件につき 3,000円 

3 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 3,000円 

4 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 3,000円 

5 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業事業範囲変更許可

申請手数料 

1件につき 3,000円 

6 許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円 

 
 
 
１１ 新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の施行 

及び一般廃棄物処理業の許可等に関する規則 

 

新潟市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年新潟市規則第22号)の全部を

改正する。 

(趣旨) 

第1条 この規則は，新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成8年新潟市条例第

26号。以下「条例」という。)の施行及び一般廃棄物処理業の許可等に関して必要な事項を

定めるものとする。 

(平18規則26・一部改正) 

第2条 削除 

(平12規則4) 

(市が処理する産業廃棄物) 

第3条 条例第15条第2項に規定する規則で定める産業廃棄物は，本市の区域内において生じ

た産業廃棄物(有毒性，危険性，若しくは引火性のあるもの又は著しい悪臭を伴うものを除

く。)で，次に掲げるものとする。 

(1) 紙くず 
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(2) 繊維くず 

(3) 動植物性残さ 

(4) 前各号に掲げるもののほか，特に市長が定めるもの 

2 市が行う産業廃棄物の処理について，必要な事項は市長が別に定める。 

(処理を指示することができる事業系一般廃棄物の量) 

第4条 条例第16条の規定による規則で定める事業系一般廃棄物の量は，1日平均10キログラ

ムとする。 

(市が定期的に収集する家庭系廃棄物の排出方法) 

第5条 条例第17条第2項の規則で定める排出方法は，条例別表第1に規定する市が定期的に収

集する家庭系廃棄物にあっては，市長が指定するごみ袋によるものとする。 

2 家庭系廃棄物(前項の市が定期的に収集する家庭系廃棄物及び市が収集する粗大ごみを除

く。以下「その他の家庭系廃棄物」という。)の排出方法は，次に掲げる基準の全てに適合

したポリエチレン製袋を使用するものとする。ただし，ポリエチレン製袋による排出がな

じまないその他の家庭系廃棄物については，この限りでない。 

(1) 耐水性があり，丈夫なものであること。 

(2) 顔料等を含まないものであること。 

(3) 容量が90リットル以下であること。 

3 前項に掲げるもののほか，その他の家庭系廃棄物の排出方法等については，市長が別に定

める。 

(平19規則162・一部改正) 

(粗大ごみの排出方法) 

第6条 条例第17条第2項の規則で定める排出方法は，粗大ごみの個別収集を市に依頼した場

合にあっては，市に収集を依頼する粗大ごみごとに市長が別に定める粗大ごみ処理券を見

やすいところに貼り付けるものとする。 

2 前項に規定する粗大ごみ処理券の種類は，手数料の金額に応じて4種類とし，規格は，別

に定める。 

(平19規則162・追加) 

(ごみ集積場の届出) 

第7条 条例第17条第3項の規定により，ごみ集積場を設置しようとする場合は，別記様式第4

号によるごみ集積場設置届出書を市長に提出しなければならない。 

2 ごみ集積場を廃止しようとする場合は，別記様式第5号によるごみ集積場廃止届出書を市

長に提出しなければならない。 

(平19規則162・旧第6条繰下，平23規則58・一部改正) 

(家庭系廃棄物の収集又は運搬を行うことができる者) 

第7条の2 条例第18条第1項の規則で定める者は，次に掲げる者とする。 
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(1) 家庭系廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって，市の委託を受けて当該委託

に係る家庭系廃棄物の収集又は運搬を行うもの 

(2) 市の登録を受けて古紙，古繊維，びん，缶又はペットボトル(以下「古紙等」という。)

の回収を行う団体(以下「集団資源回収活動団体」という。)に属する者であって，当該

集団資源回収活動団体の活動として，当該集団資源回収活動団体が清掃その他の管理行

為に関与するごみ集積場から古紙等の収集又は運搬を行うもの 

(3) 市の登録を受けて古紙等の収集又は運搬を業として行う者であって，集団資源回収活

動団体の委託を受けて，当該集団資源回収活動団体が清掃その他の管理行為に関与する

ごみ集積場から古紙等の収集又は運搬を行うもの 

(4) 前3号に掲げる者のほか，市長が特に必要があると認める者 

(平23規則58・追加) 

(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止の命令) 

第7条の3 条例第18条第2項の規定による命令は，別記様式第5号の2による収集運搬禁止命令

書により行うものとする。 

(平23規則58・追加) 

(一般廃棄物処理の届出) 

第8条 条例第19条の規定による一般廃棄物(し尿に限る。)の収集，運搬及び処分(以下「処

理」という。)の届出は，別記様式第6号の一般廃棄物(し尿)処理届出書によるものとする。

ただし，市長が特別の理由があると認めた場合は，その他の方法によることができる。 

2 前項の処理に変更が生じた場合又は処理を必要としなくなった場合は，速やかに口頭等で

市長に報告しなければならない。 

(平12規則4・平25規則35・一部改正) 

(動物の死体の処理の届出) 

第9条 条例第20条第1項の規定による届出は，別記様式第9号による動物死体処理届出書によ

り行わなければならない。 

(再生利用促進物) 

第9条の2 条例第23条第1項第7号の再生利用を促進することが必要と認められる物は，次に

掲げるとおりとする。 

(1) 特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項

に規定する特定家庭用機器が廃棄物となったものをいう。) 

(2) 廃パーソナルコンピュータ(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政

令第327号)別表第6 1の項上欄に定めるパーソナルコンピュータが廃棄物となったもの

をいう。) 

(平17規則76・追加) 

(廃棄物を自ら運搬する場合等) 
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第9条の3 条例第24条第1項の規定により，廃棄物(浄化槽から生ずる汚泥等を除く。以下こ

の条及び次条において同じ。)を市長の指定した廃棄物処理施設へ自ら運搬し，その処理を

市に依頼しようとする市民及び事業者(市民及び事業者から廃棄物の運搬の委託を受けた

者を含む。以下この条及び次条において「市民等」という。)は，別記様式第9号の2による

廃棄物処理依頼書を市長に提出しなければならない。 

2 市長は，市民等から提出された廃棄物処理依頼書を確認し，第10条の廃棄物処理施設の受

入基準を満たしていないと判断した場合は，搬入を拒否することができる。 

(平12規則4・追加，平17規則76・旧第9条の2繰下，平17規則249・一部改正) 

(継続的搬入事業者) 

第9条の4 廃棄物の処理を定期的又は継続的に依頼する事業者(以下「継続的搬入事業者」と

いう。)は，前条第1項の規定により廃棄物の処理を市に依頼する場合には，別記様式第9号

の3による廃棄物処理依頼書のほか，あらかじめ当該年度の廃棄物の種類，量，運搬計画そ

の他必要な事項を明記した事業計画書を市長に提出しなければならない。継続的搬入事業

者が，年度の途中に廃棄物の処理を市に依頼する場合も同様とする。 

2 継続的搬入事業者は，前項の規定による事業計画書の当該事項に変更が生じた場合は，速

やかに変更の内容を市長に提出しなければならない。 

3 市長は，継続的搬入事業者から提出された廃棄物処理依頼書を確認し，第10条の廃棄物処

理施設の受入基準を満たしていると判断した場合は，別記様式第9号の4による廃棄物処理

承諾書を当該継続的搬入事業者に交付する。 

4 市長は，継続的搬入事業者が廃棄物処理施設に廃棄物を搬入する際に，前項の廃棄物処理

承諾書の内容と廃棄物が異なる場合は，搬入を拒否することができる。 

(平12規則4・追加，平17規則76・旧第9条の3繰下，平17規則249・一部改正) 

(処理施設の受入基準) 

第10条 条例第24条第1項の規定による規則で定める受入基準は，次のとおりとする。 

(1) 本市の区域内で発生した廃棄物であること。 

(2) 条例第23条第1項に定める排出禁止物を除去してあること。 

(3) 可燃物，不燃物等に適正に分別して，定められた処理施設に搬入するものであること。 

(4) 各処理施設において処理することが困難な形状，量又は寸法のものでないこと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市の処理施設において，設備及び処理業務に支障を生じ

させないものであること。 

2 前項に規定するもののほか，市の処理施設における受入に関し必要な事項は，市長が別に

定める。 

(平12規則4・一部改正) 

(事業用大規模建築物) 

第11条 条例第26条に規定する規則で定める事業用大規模建築物は，次に掲げるとおりとす
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る。 

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に

規定する特定建築物 

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗 

(3) 新潟市大規模小売店舗等連絡協議会設置要綱(平成4年10月30日制定)第2条第2号に規

定する中規模小売店舗 

(平12規則64・一部改正) 

(減量計画書の作成及び提出) 

第12条 条例第26条の規定による減量及び適正処理に関する計画書は，別記様式第10号の減

量計画書により，その年の4月1日から翌年の3月31日までの期間について作成し，毎年5月

31日までに，市長に提出しなければならない。 

(廃棄物管理責任者の選任及び届出) 

第13条 条例第27条の規定による廃棄物管理責任者は，当該事業用大規模建築物から生ずる

事業系一般廃棄物の管理について権限を有する者でなければならない。 

2 条例第27条の規定による廃棄物管理責任者の選任又は変更の届出は，選任又は変更のあっ

た日から10日以内に，別記様式第11号による廃棄物管理責任者選任(変更)届により行わな

ければならない。 

(保管場所の設置基準) 

第14条 条例第28条各項の規定による規則で定める基準は，次のとおりとする。 

(1) 事業系一般廃棄物及び再利用対象物の種類及び排出量に応じて，分別して保管するの

に十分な規模であること。 

(2) 事業系一般廃棄物及び再利用対象物の保管場所は明確に区分すること。 

(3) 事業系一般廃棄物及び再利用対象物が，衛生的に保管できること。 

(4) 事業系一般廃棄物及び再利用対象物が飛散したり，雨水が流入したりしないようにす

ること。 

(5) 事業系一般廃棄物及び再利用対象物の搬入及び搬出に支障のないこと。 

(事業系一般廃棄物及び再利用対象物保管場所設置届) 

第15条 条例第28条第3項の規定による届出は，別記様式第12号による事業系一般廃棄物及び

再利用対象物保管場所設置届により，建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定

による確認の申請をする場合に行わなければならない。 

(改善勧告) 

第16条 条例第29条の規定による勧告(以下「改善勧告」という。)は，別記様式第13号によ

る勧告書により行うものとする。 

2 改善勧告を受けた者は，当該勧告に基づき改善措置を講じた場合は，速やかに別記様式第

14号による改善措置報告書を市長に提出しなければならない。 
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(公表) 

第17条 条例第30条第1項の規定による公表は，事業用大規模建築物の名称及び所在地，事業

用大規模建築物の所有者又は建設者の氏名，公表の理由その他必要な事項を新潟市公報発

行規程(昭和35年新潟市訓令第7号)第1条に規定する新潟市公報に登載して行うものとする。 

2 条例第30条第2項の規定による通知(以下「公表通知」という。)は，別記様式第15号によ

る公表通知書により行うものとする。 

3 市長は，公表通知を受けた者の意見があった場合で，必要があると認めるときは，期限を

定めて公表を延期し，又は公表しないことができる。 

(平9規則18・一部改正) 

(受入拒否) 

第18条 条例第31条の規定による事業系一般廃棄物の受入拒否は，別記様式第16号による受

入拒否通知書により行うものとする。 

2 市長は，条例第31条の規定による事業系一般廃棄物の受入拒否を取り消す場合は，別記様

式第17号による受入拒否取消通知書により通知するものとする。 

(一般世帯の特例) 

第19条 条例別表第1し尿の項区分の欄2に規定する特別な事由があるものとは，一般世帯で，

次の各号に該当するものをいう。 

(1) アパート，間貸し等で世帯人員の異動が激しく，世帯人員の把握が困難なもの 

(2) 不定期にくみ取りを必要とするもの 

(3) 浸水，簡易水洗方式等により世帯人員に比較して著しくくみ取り量の多いもの 

(4) 前3号に掲げるもののほか，特別な事由があると市長が認めるもの 

(平12規則4・一部改正) 

(粗大ごみに係る手数料の額) 

第20条 条例別表第1に規定する500円以内で品目ごとに規則で定める額は，別表に定めると

ころによる。 

(平19規則162・全改) 

(し尿に係る手数料の徴収基準) 

第21条 条例別表第1し尿の項区分の欄1に属するものの徴収基準となる世帯人員は，月の初

日の人員(月の途中において世帯の新たな転入等により納入義務が発生した場合は，月の途

中における人員)とし，同表し尿の項区分の欄2に属するものの徴収基準は，当該月にくみ

取った総量とする。 

2 条例別表第1区分の欄につき変更の理由が生じた場合の手数料は，その理由が生じた月か

ら改定額により徴収する。 

(手数料の徴収方法) 

第22条 市が廃棄物の収集及び処理を行う場合の手数料(条例別表第1市が定期的に収集する
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家庭系廃棄物の項に掲げる手数料(以下「指定袋手数料」という。)，市が収集する粗大ご

みの項に掲げる手数料(以下「粗大ごみ手数料」という。)及び上記以外の一般廃棄物の項

に掲げる手数料を除く。)は2カ月分合算して，別記様式第19号又は別記様式第19号の2の納

入通知書により徴収するものとし，納入区分及び納期限は次の表に掲げるとおりとする。

ただし，納期限が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日，土曜日

又は日曜日(以下「休日等」という。)に当たる場合は，これらの日の翌日をもって納期限

とする。 

納入区分 納期限 

1期 2月分・3月分 4月30日 

2期 4月分・5月分 6月30日 

3期 6月分・7月分 8月31日 

4期 8月分・9月分 10月31日 

5期 10月分・11月分 1月4日 

6期 12月分・1月分 2月末日 

2 市が廃棄物の収集及び処理を行う場合の手数料(指定袋手数料及び粗大ごみ手数料に限

る。)は，第25条の規定により手数料の収納事務を委託した者に納付するものとする。 

3 第9条の3による場合の手数料(条例別表第1上記以外の一般廃棄物の項に掲げる手数料に

限る。以下この条において同じ。)及び処分費用は，市長が搬入の都度認定し，徴収するも

のとする。 

4 前項の規定にかかわらず，施設への搬入頻度が高い等その都度手数料及び処分費用を徴収

することが施設の運営上適当でない場合で，次に掲げる事業者に該当するときは，当月分

の手数料及び処分費用を集計し，翌月の月末を納期限として徴収することができる。この

場合において，納期限が休日等，1月2日，1月3日又は12月31日に当たる場合は，これらの

日の翌日をもって納期限とする。 

(1) 搬入車両を事前に登録できる事業者 

(2) 別納に支障がない事業者 

5 第1項から第3項までに定めるもののほか，市長が特別の理由があると認める場合は，随時

に手数料及び処分費用を徴収することができる。 

(平12規則4・平12規則99・平17規則76・平19規則162・一部改正) 

(手数料の免除) 

第23条 条例第36条第3項の特別の理由があると認める場合とは，次の表の左欄に掲げる場合

とし，それぞれ同表の中欄に掲げる種別に応じ，同表の右欄に定めるところにより手数料

を免除することができる。 
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特別の理由 種別 免除する額 

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)

による生活扶助を受けている世帯

である場合 

市が定期的に収集する

家庭系廃棄物 

市長が別に定める額 

し尿 全額 

上記以外の一般廃棄物

(条例別表第1に規定す

る上記以外の一般廃棄

物をいう。以下この表に

おいて同じ。) 

全額 

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律(平成6年法律第30号)に

よる生活支援給付を受けている世

帯である場合 

市が定期的に収集する

家庭系廃棄物 

市長が別に定める額 

し尿 全額 

上記以外の一般廃棄物 全額 

3 3歳未満の乳幼児を養育する保護

者，新潟市重度障がい者児日常生活

用具給付事業実施要綱(平成2年4月

1日施行)，新潟市紙おむつ支給事業

実施要綱(平成12年4月1日施行)，新

潟市在宅難病患者紙おむつ支給事

業実施要綱(平成13年4月1日施行)

又は新潟市障がい者紙おむつ支給

事業実施要綱(平成16年4月1日施

行)による紙おむつの支給を受ける

者その他紙おむつを使用する者で

市長が特に必要と認めるものであ

る場合 

市が定期的に収集する

家庭系廃棄物(条例別表

第1備考5に規定する区

域以外の区域にあって

は，燃やすごみに限る。)

市長が別に定める額 

4 社会事業その他公益を目的とする

事業を経営するもので市長が特に

必要と認めるものである場合 

し尿 その都度市長が定める

額 

上記以外の一般廃棄物 その都度市長が定める

額 

5 その他市長が特に必要と認める場

合 

その都度市長が認める

種別 

その都度市長が定める

額 

(平20規則60・全改) 
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(手数料免除の申請) 

第24条 条例第36条第3項の規定により，手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者は，

別記様式第20号による一般廃棄物処理手数料免除申請書を市長に提出しなければならない。

ただし，天災その他やむを得ない理由がある場合で市長が特に必要と認めるとき，及び前

条の表1の項から3の項までの規定(同表1の項及び2の項にあっては，市が定期的に収集する

家庭系廃棄物に係るものに限る。)を適用しようとする場合は，この限りでない。 

(平20規則60・一部改正) 

(徴収委託及び収納委託) 

第25条 市長は，地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により，私人

に，手数料の徴収事務を委託すること(以下「徴収委託」という。)及び手数料の収納事務

を委託すること(以下「収納委託」という。)ができる。 

(平23規則58・一部改正) 

(徴収事務委託証等) 

第26条 市長は，前条の規定により徴収委託又は収納委託(以下「徴収委託等」という。)を

した者(以下「受託者」という。)に別記様式第20号の2による一般廃棄物処理手数料徴収事

務委託証又は別記様式第21号による一般廃棄物処理手数料収納事務委託証(以下「委託証」

という。)を交付するものとする。 

(平23規則58・一部改正) 

(徴収委託等の告示及び公表) 

第27条 市長は，第25条の規定により徴収委託等をした場合は，その旨を新潟市公告式条例

(昭和25年新潟市条例第37号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して告示し，かつ，市公報

への登載その他の方法により公表しなければならない。 

(平23規則58・一部改正) 

(受託者の領収証書の交付及び手数料の払込み) 

第28条 受託者は，その徴収委託等に係る手数料を徴収し，又は収納した場合は，領収証書

を納入義務者に交付しなければならない。 

2 受託者は，徴収したその徴収委託に係る手数料をその徴収した日の翌日(その日がその徴

収委託に係る処理施設において廃棄物の搬入を受け入れない日又は休日等に当たる場合は，

これらの日の翌日)までに会計管理者又は指定金融機関，指定代理金融機関若しくは収納代

理金融機関(以下「会計管理者等」という。)に払い込まなければならない。 

3 受託者は，収納したその収納委託に係る手数料を市長が指定する日までに別記様式第22

号による納入通知書により会計管理者等に払い込まなければならない。 

(平19規則61・平20規則60・平23規則58・一部改正) 
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(収納委託料) 

第29条 市長は，第25条の規定により収納委託をした者が前条第3項又は次条第2項の規定に

より手数料を会計管理者等に払い込んだ場合は，当該者に対し，市長が別に定める額を委

託料として交付するものとする。 

(平19規則61・平20規則60・平23規則58・一部改正) 

(徴収委託等の解除) 

第30条 市長は，受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は，徴収委託等を解除するも

のとする。 

(1) 受託者が不正な行為をした場合 

(2) 受託者が市長又は会計管理者の指示に従わなかった場合 

(3) 受託者から徴収委託等の解除の申出があった場合 

(4) 前3号に掲げるもののほか，市長が徴収委託等をすることを不適当であると認めた場

合 

2 前項の規定により徴収委託等を解除された者は，直ちに市長に委託証を返納し，及び未払

込みの手数料を会計管理者等に払い込まなければならない。 

3 第27条の規定は，第1項の規定により徴収委託等を解除した場合に準用する。 

(平19規則61・平23規則58・一部改正) 

(一般廃棄物処理業許可申請等) 

第31条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は，当該各号に掲げる申請書を市長に提

出しなければならない。 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この条及び第34条に

おいて「法」という。)第7条第1項の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可申請書

(別記様式第23号) 

(2) 法第7条第6項の規定による許可 一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第24号) 

2 前項に規定する許可を受けた者(以下「許可業者」という。)で，法第7条の2第1項の規定

により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は，別記様式第25号による一般廃棄物

処理事業範囲変更許可申請書を市長に提出しなければならない。 

(平17規則76・平18規則26・一部改正) 

(一般廃棄物処理業許可証の交付) 

第32条 市長は，許可業者に対し，別記様式第26号による一般廃棄物処理業許可証(以下「許

可証」という。)を交付するものとする。 

(許可証の再交付) 

第33条 許可業者は，許可証を紛失し，又は破損した場合で，許可証の再交付を受けようと

するときは，別記様式第27号による一般廃棄物処理業許可証再交付申請書を市長に提出し

なければならない。 
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(事業の廃止等の届出) 

第34条 許可業者は，法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の事業の廃止を行おう

とする場合は，別記様式第28号による一般廃棄物処理業廃止届出書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

2 許可業者は，住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令

第35号)第2条の6第1項に定める事項の変更を行おうとする場合は，別記様式第29号による

一般廃棄物処理業変更届出書を市長に提出しなければならない。 

3 法第7条の2第4項の規定による市長への届出は，別記様式第29号の2によるものとする。 

(平18規則26・平23規則58・一部改正) 

(実績報告書の提出) 

第35条 許可業者は，次の表に掲げる区分により，それぞれ業務実績報告書を市長に提出し

なければならない。 

区分 報告内容 業務報告書の名称 期限 

一般廃棄物(浄化槽汚

泥を除く。)処理業者

1月ごとの実績 一般廃棄物(浄化槽汚泥を除

く。)収集運搬業務実績報告書

(別記様式第30号) 

一般廃棄物処分業務実績報告

書(別記様式第31号) 

翌月の10日 

一般廃棄物(浄化槽汚

泥に限る。)処理業者

1月ごとの実績 一般廃棄物(浄化槽汚泥に限

る。)収集運搬業務実績報告書

(別記様式第32号) 

翌月の10日 

(縦覧について告示する事項) 

第36条 条例第40条の規定により告示する事項は，次のとおりとする。 

(1) 対象施設の名称，種類及び設置場所 

(2) 対象施設で処理する一般廃棄物の種類 

(3) 対象施設の処理能力(一般廃棄物の 終処分場である場合にあっては，一般廃棄物の

埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量) 

(4) 実施した生活環境影響調査の項目 

(5) 縦覧の場所，期間及び時間 

(6) 意見書の提出先及び提出期限 

(平17規則76・追加) 

(調査書の縦覧) 

第37条 条例第41条の縦覧の期間のうち，休日等並びに1月2日から同月3日まで及び12月29

日から同月31日までの日は，調査書の縦覧をしないものとする。 

2 調査書の縦覧の時間は，午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし，特に市長が認
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める場合は，午前8時30分から午後5時15分までとする。 

(平17規則76・追加，平19規則172・平23規則58・一部改正) 

(縦覧の手続) 

第38条 縦覧に供された調査書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は，別に定

める縦覧簿に住所，氏名等を記入しなければならない。 

(平17規則76・追加) 

(縦覧者の遵守事項) 

第39条 縦覧者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。 

(2) 調査書を汚損し，又は損傷しないこと。 

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。 

(4) 係員の指示があった場合には，それに従うこと。 

2 市長は，前項の規定に違反した者に対し，縦覧を停止し，又は禁止することができる。 

(平17規則76・追加) 

(意見書の記載事項) 

第40条 条例第42条の意見書には，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては，その名

称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

(2) 対象施設の名称 

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見 

(平17規則76・追加) 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は，新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の施行の日(平成8年10月1

日)から施行する。ただし，第5条，第6条及び第7条並びに第11条から第18条までの規定は，

平成9年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正前の新潟市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によ

りなされた処分は，この規則の相当規定によりなされた処分とみなす。 

3 この規則の規定は，この規則の施行日以後に受理した申請，届出及び報告について適用し，

同日前に受理した申請，届出及び報告については，なお従前の例による。 

(合併に伴う特例) 

4 編入前の新津市，白根市，豊栄市，小須戸町，横越町，亀田町，岩室村，西川町，味方村，

潟東村，月潟村及び中之口村の区域における一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費

用の徴収方法については，当分の間(し尿処理手数料については，平成17年3月31日までの
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間)，第22条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

(平17規則76・追加) 

(巻町の編入に伴う特例) 

5 編入前の巻町の区域(以下「旧巻町区域」という。)における一般廃棄物処理手数料(し尿

処理手数料を除く。)及び産業廃棄物処分費用の徴収方法については，当分の間，第22条の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

(平17規則217・追加，平20規則60・旧第6項繰上) 

附 則(平成9年規則第18号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は，平成9年7月1日から施行する。 

附 則(平成12年規則第4号) 

(施行期日) 

1 この規則は，平成12年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定は，この規則の

施行の日以後に受理した申請，届出及び報告について適用し，同日前に受理した申請，届

出及び報告については，なお従前の例による。 

附 則(平成12年規則第64号) 

この規則は，平成12年6月1日から施行する。 

附 則(平成12年規則第99号) 

この規則は，平成13年1月1日から施行する。 

附 則(平成17年規則第76号) 

この規則は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第31条及び別記様式第23号から別記様式第25号までの改正規定 公布の日 

(2) 附則に2項を加える改正規定並びに別記様式第6号，別記様式第7号，別記様式第9号の

2，別記様式第9号の3，別記様式第30号及び別記様式第32号の改正規定(別記様式第9号の

2の改正規定中「別記様式第9号の2(第9条の2関係)」を「別記様式第9号の2(第9号の3関

係)」に，「第9条の2第1項」を「第9条の3第1項」に改める部分及び別記様式第9号の3の

改正規定中「別記様式第9号の3(第9条の2関係)」を「別記様式第9号の3(第9条の3関係)」

に，「第9条の2第2項」を「第9条の3第2項」に改める部分を除く。) 平成17年3月21日 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成17年4月1日 

附 則(平成17年規則第217号) 

この規則は，平成17年10月10日から施行する。ただし，別記様式第23号及び別記様式第24

号の改正規定は，公布の日から施行する。 

附 則(平成17年規則第249号) 
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この規則は，平成18年1月1日から施行する。 

附 則(平成18年規則第26号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成19年規則第61号) 

この規則は，平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年規則第162号) 

(施行期日) 

1 この規則は，平成20年6月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の第5条及び第6条の規定にかかわらず，当分の間，この規則の施行日前に販売され

た，次に掲げる指定袋等により排出できるものとする。 

(1) 新津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成7年新津市条例第31号)第29

条に規定する指定袋 

(2) 白根地域広域事務組合廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成11年白根地

域広域事務組合条例第12号)第26条に規定する指定袋 

(3) 白根地域広域事務組合廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成11

年白根地域広域事務組合規則第20号)第6条に規定する粗大ごみ処理券 

(4) 豊栄市廃棄物の処理及び再利用の促進等に関する条例(平成8年豊栄市条例第21号)第

31条に規定する指定袋 

(5) 岩室村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年岩室村条例第8号)第12条に規定

する指定ごみ袋 

(6) 西川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年西川町条例第1号)第11条の2に規

定する指定袋及び指定シール 

(7) 潟東村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年潟東村条例第12号)第11条の2に

規定する指定ごみ袋及び指定シール 

(8) 巻町手数料徴収条例(平成12年巻町条例第11号)第2条第27号に規定する指定ごみ袋 

附 則(平成19年規則第172号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は，平成19年9月1日から施行する。 

附 則(平成20年規則第50号) 

この規則は，平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年規則第60号) 

この規則中別記様式第4号(表)及び別記様式第5号の改正規定は公布の日から，その他の規

定は平成20年6月1日から施行する。 

附 則(平成20年規則第85号) 
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この規則は，新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成

20年新潟市条例第56号)の施行の日から施行する。 

(平成20年新潟市規則第88号で同20年10月25日から施行) 

附 則(平成21年規則第2号) 

この規則は，平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年規則第58号) 

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の3

に係る部分に限る。)は，平成23年11月1日から施行する。 

附 則(平成24年規則第79号) 

この規則は，平成24年7月9日から施行する。 

附 則(平成25年規則第35号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は，平成25年4月1日から施行する。 

別表(第20条関係) 
 

   (単位 円) 

区分 番号 品目名 手数料の額 

1  ガ ス 器

具，石油器

具及び電

化製品 

(1) ガス器具及び石油器

具 

1 オイルヒーター 200

2 ガスオーブンレンジ 500

3 ガステーブル(ガスレンジ及

びガスコンロを含む。) 

200

4 給湯器 100

5 ストーブ 100

6 パネルヒーター 100

7 ファンヒーター 200

(2) 電化製

品関連機

器 

ア 家電関

連機器 

1 IHヒーター(電磁誘導加熱式

調理器をいう。) 

100

2 編み機 200

3 換気扇 100

4 空気清浄器 100

5 こたつ(天板を含む。) 300

6 コピー機(家庭用に限る。) 200

7 照明器具 100

8 除湿器 200

9 食器乾燥機 100

10 食器洗い乾燥機(食器洗い機

単体を含む。) 

200

11 炊飯器 100
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12 ズボンプレッサー 100

13 精米機 100

14 扇風機 100

15 掃除機 100

16 電子レンジ 300

17 ファクシミリ 100

18 ホットプレート 100

19 ミシン(卓上型に限る。) 100

20 ミシン(卓上型を除く。) 300

21 餅つき機 100

22 冷風機(ウインドーファンを

いう。) 

100

イ AV関連

機器 

1 アンテナ 100

2 オーディオ機器(単品アン

プ，チューナー，カセットデ

ッキ及び各種プレーヤーを

いう。) 

100

3 カラオケの演奏装置(家庭用

に限る。) 

100

4 ステレオセット( 大の辺の

長さが80cm未満のものに限

る。) 

200

5 ステレオセット( 大の辺の

長さが80cm以上のものに限

る。) 

500

6 スピーカー( 大の辺の長さ

が60cm未満のものに限る。)

100

7 スピーカー( 大の辺の長さ

が60cm以上のものに限る。)

200

ウ パソコ

ン関連機

器 

1 プリンター 100

2 ワードプロセッサ 100

2 家具及び

寝具 

(1) 家具 ア テーブ

ル，机，い

す及びソ

ファー 

1 いす(1人で使用する構造の

ものに限る。) 

100

2 いす(2人以上で使用する構

造のものに限る。) 

200

3 ソファー 500

4 机 200

5 袖机 500

6 テーブル(座卓を含む。)(天 200
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板の 大の辺の長さ又は径

が1m未満のものに限る。) 

7 テーブル(座卓を含む。)(天

板の 大の辺の長さ又は径

が1m以上のものに限る。) 

300

イ 収納家

具 

1 衣装ケース 100

2 靴箱(幅，奥行及び高さの合

計が2m未満のものに限る。)

200

3 靴箱(幅，奥行及び高さの合

計が2m以上2.5m未満のもの

に限る。) 

300

4 靴箱(幅，奥行及び高さの合

計が2.5m以上のものに限

る。) 

500

5 食器棚(幅，奥行及び高さの

合計が2m未満のものに限

る。) 

200

6 食器棚(幅，奥行及び高さの

合計が2m以上2.5m未満のも

のに限る。) 

300

7 食器棚(幅，奥行及び高さの

合計が2.5m以上のものに限

る。) 

500

8 たんす(幅，奥行及び高さの

合計が2.5m未満のものに限

る。) 

300

9 たんす(幅，奥行及び高さの

合計が2.5m以上のものに限

る。) 

500

10 本棚(幅，奥行及び高さの合

計が2m未満のものに限る。)

200

11 本棚(幅，奥行及び高さの合

計が2m以上2.5m未満のもの

に限る。) 

300

12 本棚(幅，奥行及び高さの合

計が2.5m以上のものに限

る。) 

500

13 リビングボード及びサイド

ボード(幅，奥行及び高さの

合計が2m未満のものに限

200
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る。) 

14 リビングボード及びサイド

ボード(幅，奥行及び高さの

合計が2m以上のものに限

る。) 

500

15 カラーボックス(幅，奥行及

び高さの合計が2m未満のも

のに限る。) 

200

16 カラーボックス(幅，奥行及

び高さの合計が2m以上2.5m

未満のものに限る。) 

300

17 カラーボックス(幅，奥行及

び高さの合計が2.5m以上の

ものに限る。) 

500

18 その他収納用具(幅，奥行及

び高さの合計が2m未満のも

のに限る。) 

200

19 その他収納用具(幅，奥行及

び高さの合計が2m以上2.5m

未満のものに限る。) 

300

20 その他収納用具(幅，奥行及

び高さの合計が2.5m以上の

ものに限る。) 

500

ウ カーペ

ット及び

カーテン 

1 アコーディオンカーテン 200

2 ウッドカーペット(5畳未満

のものに限る。) 

300

3 ウッドカーペット(5畳以上

のものに限る。) 

500

4 カーテン 100

5 カーペット(じゅうたんを含

む。) 

(6畳未満のものに限る。) 

100

6 カーペット(じゅうたんを含

む。) 

(6畳以上のものに限る。) 

200

7 電気カーペット 100

8 畳 500

9 その他敷物(上敷，ゴザ，ラ

グマット等) 

100

10 ブラインド及びすだれ 100
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エ その他

家具類 

1 衣類乾燥機台 100

2 オーディオラック 300

3 カーテンレール 100

4 傘立て 100

5 鏡台 300

6 金庫 200

7 クッキングテーブル 300

8 姿見 100

9 すのこ 100

10 洗面化粧台 500

11 建具(障子，ふすま，網戸，

扉，サッシ等をいう。) 

100

12 テレビ台(幅，奥行及び高さ

の合計が1.5m未満のものに

限る。) 

100

13 テレビ台(幅，奥行及び高さ

の合計が1.5m以上2m未満の

ものに限る。) 

300

14 テレビ台(幅，奥行及び高さ

の合計が2m以上のものに限

る。) 

500

15 電話台 200

16 パイプハンガー 100

17 パソコン用ラック 200

18 洋服掛け(衣こう及びえもん

掛けを含む。) 

100

19 レンジ台 200

20 ワゴン 100

(2) 寝具 1 座布団 5枚までごと

に 

100

2 スプリングマットレス 500

3 ソファーベッド 500

4 電動機能付きベッド 500

5 布団 100

6 ベッド 500

7 マットレス(折り畳みのもの

を含む。) 

200

8 毛布，シーツ等(電気式のも

のを含む。) 

4枚までごと

に 
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100

3 趣味用品 (1) アウト

ドア用品，

スポーツ

用品及び

健康器具 

ア アウト

ドア用品 

1 クーラーボックス 100

2 サマーベッド 100

3 テント一式 100

4 バーベキューセット 100

5 ビーチパラソル 100

6 レジャーテーブル 100

7 レジャーボート 300

イ スポー

ツ用品 

1 一輪車(スポーツ用に限る。) 100

2 キャリアケース 200

3 ゴルフ用具(クラブ又はバッ

グの単品又はセット) 

100

4 サーフボード 100

5 自転車 200

6 スキーキャリア 100

7 スキー用具(スキー板又はス

トックの単品又はセット) 

100

8 スノーボード 100

9 ダンベル(アレイ，バーベル

等をいう。) 

300

10 釣ざお 100

11 電動機付自転車 300

12 トレーニング用ベンチ 300

13 バスケットゴール(土台付き

を除く。) 

300

14 バスケットゴール(土台付き

に限る。) 

500

15 ボウリングのボール 100

ウ 健康器

具 

1 サイクリングマシン 300

2 ぶら下がり式の健康器具 200

3 マッサージ機(いす型を除

く。) 

100

4 マッサージ機(いす型に限

る。) 

500

5 ランニングマシン 500

6 その他健康器具 200

(2) 楽器，

園芸用品

及びペッ

ト用品ほ

ア 楽器 1 オルガン 500

2 キーボード 100

3 ギター 100

4 ギターアンプ 100
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か 5 電子ピアノ 500

イ 園芸用

品 

1 園芸用の柵 100

2 芝刈機 100

3 高枝せん定ばさみ 100

4 フラワースタンド 200

5 プランター 100

ウ ペット

用品 

1 水槽(幅，奥行及び高さの合

計が1.5m未満のものに限

る。) 

100

2 水槽(幅，奥行及び高さの合

計が1.5m以上のものに限

る。) 

300

3 ペット小屋(かご及び柵を含

む。) 

(幅，奥行及び高さの合計が

2.5m未満のものに限る。) 

100

4 ペット小屋(かご及び柵を含

む。) 

(幅，奥行及び高さの合計が

2.5m以上のものに限る。) 

500

4 生活用品

関連用品，

こども用

品その他

生活関連

用品 

(1) 生活用品 1 一輪車(運搬用のものに限

る。) 

100

2 脚立及びはしご(高さが2m未

満のものに限る。) 

100

3 脚立及びはしご(高さが2m以

上のものに限る。) 

200

4 米びつ 100

5 シルバーカート(高齢者用手

押し車をいう。) 

100

6 スーツケース 100

7 スコップ 100

8 スノーダンプ 100

9 台車 200

10 灯油タンク 300

11 生ごみ処理機器 200

12 風呂のふた 100

13 風呂場のマット 100

14 物置(幅，奥行及び高さの合

計が2m未満のものに限る。)

200

15 物置(幅，奥行及び高さの合 300



新潟市清掃事業概要 

 - 140 -

計が2m以上2.5m未満のもの

に限る。) 

16 物置(幅，奥行及び高さの合

計が2.5m以上のものに限

る。) 

500

17 物干し竿 100

18 物干し台(重り付きを除く。) 100

19 物干し台(重り付きに限る。) 300

(2) 子ども用品 1 子ども用三輪車 100

2 子ども用遊具(ジム，滑り台，

ブランコ等をいう。) 

200

3 チャイルドシート 100

4 ベビーカー 100

5 ベビーガード(ストーブガー

ドを含む。) 

100

6 ベビーバス 100

7 ベビーベッド 300

(3) その他生活関連用品 1 コンクリートブロック 100

2 タイヤのホイール 100

3 ついたて 100

4 なみ板(トタン又はプラスチ

ック製のものに限る。) 

200

5 庭木，角材，ベニヤ板その他

の木材 

100

5 上記以外のもの 1 幅，奥行及び高さの合計が

1.5m未満のもの 

100

2 幅，奥行及び高さの合計が

1.5m以上2m未満のもの 

200

3 幅，奥行及び高さの合計が2m

以上3m未満のもの 

300

4 幅，奥行及び高さの合計が3m

以上のもの 

500

 

 

 

［様式省略］ 

 
 
 

 


